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午後２時 開会 

（１）開会 

○司会（西郷） 皆様、こんにちは。きょうはお忙しいところお運びいただきましてあり

がとうございます。 

ただいまから、食品に関するリスクコミュニケーション「米国・カナダ産牛肉等に係る

食品健康影響評価案に関する意見交換会」を始めさせていただきます。 

私、きょうの進行役を務めさせていただきます、食品安全委員会事務局でリスクコミュ

ニケーションを担当しております西郷と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（２）開会挨拶 

○西郷 それでは、主催者を代表いたしまして、食品安全委員会の寺田雅昭委員長よりご

あいさつを申し上げます。 

○寺田委員長 寺田でございます。本日はよくおいでくださいました。米国・カナダ産牛

肉等に係る食品健康影響評価の案について意見交換会を開くに当たりまして、一言ごあい

さつ申し上げます。 

 食品安全委員会では、本年の５月24日に、管理官庁であります厚生労働省、農林水産省

から諮問を受けました。諮問の内容は、米国・カナダの輸出プログラムにより管理された

牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉及び牛の内臓

を摂取する場合のリスクの同等性についてということでありまして、５月24日、管理官庁

から評価の機関であります私どもの食品安全委員会に諮問が来たわけでございます。 

この要請を受けまして、５月31日から10月31日まで10回にわたりまして、私どもの

委員会の中にありますプリオン専門調査会というところで慎重にかつ本当に活発に審議を

してくださいました。これはすべて公開でやっておりました。 

 今回、プリオン専門調査会で１つの審議結果がまとまったものでございますから、国民

の皆さんに広く意見聴取をして、これは11月２日から11月29日まで４週間ということで

ございますが、現在意見を募集しているところでございます。それと同時に、直接に国民

の皆さんに内容を説明するとともに、いろいろなご意見をいただくということで、この意

見交換会というのを全国で開催しているところでございます。 

ご存じだと思いますけれども、私どもの委員会、食品安全委員会ができたのは、１つは

ＢＳＥのことが契機になりまして、リスク分析という考え方を取り入れまして、私たちは
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評価をする、実際に政策の決定をするのは管理官庁である。これは農林水産省、厚生労働

省。そういう形でやっております。それが大きな役割です。 

 もう１つは、リスクコミュニケーションというのが、評価と同時に、私どもの委員会と

しては非常に大事な役割でございまして、国民の皆さんと評価の結果につきまして、ある

いはそのプロセスにつきまして、公開だけではなくてお互いに内容を理解し、あるいは相

互に意見を交換するということでリスクコミュニケーションをやっておりますが、この意

見交換会もその一部であります。 

 本日は、まずはプリオン専門調査会で実際に審議に加わっていただきました小野寺専門

門委員に、審議の背景とか内容あるいは結論に関しましてお話をしていただきまして、そ

の後、関係者の皆さんの代表でパネルディスカッションをするということで、ここに上が

っていただいてディスカッションをする。意見を交換していただき、その後、皆様方と意

見の交換をする。こういうことで、私どもの審議の内容をご理解していただくことと、皆

さんのご意見を今後の審議の参考にしていきたいと思いまして、この意見交換会を開きま

した。双方向に意見交換をするということは、時間は限られておりますが、私どもにとっ

ても大事なことでございますので、よろしくご意見をいただきたいと思っております。 

 非常に簡単ではございますが、私のあいさつにかえさせていただきます。 

○西郷 ありがとうございました。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元にお配り申し上げました水色の封

筒の中でございますが、「配布資料一覧」というのが入っていると思います。「議事次第」

が１枚。きょうご講演それからパネルディスカッションご参加の方々のプロフィール。パ

ネルディスカッション、意見交換のときの座席表。資料１、若干厚うございますが、「『米

国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛

に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性』に係る食品健康影響評価（案）

について」、これが今、意見・情報の募集でご意見をいただきつつあるところの対象の文書

でございます。資料２が、その概要紙でございます。資料３が、これからご講演いただく

のにも使いますが、それのスライドの打ち出しプリントでございます。 

参考資料といたしまして、このテーマの食品健康影響評価案のご意見、情報を今募集し

ているところだよというお知らせです。参考資料２が、評価のもとになった厚生労働省、

農林水産省からの評価依頼、評価要請でございます。参考資料３が、厚生労働省、農林水

産省につくっていただいたんですが、米国・カナダにおけるＢＳＥ対策と我が国との対策
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の比較、これもスライドの打ち出しでございます。 

それに、アンケートが入ってございます。これは私どものリスクコミュニケーションあ

るいは意見交換会を今後改善していくための資料とさせていただきたいと存じますので、

ご記入の上、お帰りのときに受付で回収させていただきます。よろしくお願いいたします。 

小さなリーフレットですが、「安心を食べてほしいから。見守っています、食の安全。」、

これは食品安全委員会の仕事の内容を簡単に書いてあるものでございます。 

それから、「食品の安全性に関する用語集」とその正誤表が入っていることと存じます。

これもご参考まででございます。 

資料は以上でございます。不足がありましたら係までお申しつけください。よろしゅう

ございますでしょうか。 

それでは、講演に移らせていただきたいと存じます。 

「米国・カナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価（案）について」、食品安全委員会プリ

オン専門調査会専門委員で、東京大学教授の小野寺節先生にお願いします。よろしくお願

いいたします。 
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（３）講演 

米国・カナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価（案）について 

 

                    食品安全委員会プリオン専門調査会専門委員 

                                   小野寺 節 

（パワーポイント１） 

ただいまご紹介いただきました、東京大学農学部の小野寺と申します。 

まず、お手元にある資料３をごらんください。資料３でパワーポイントの図がたくさん

ありますけれども、それによって、追っていろいろ説明いたします。パワーポイントの枚

数が非常に多いものですから、途中、特に後半になりますと多少省略させていただきます。 

まず、こちらがつくった目次ですけれども、恐らくパワーポイントは40～50枚あるわけ

ですけれども、一番最初に「はじめに」という場所がありまして、これまでの経過という

ことがまず述べられます。その後、食品健康影響評価の考え方ということですけれども、

それに関しては、生体牛のリスク評価、侵入のリスク、あと暴露リスクの評価ということ

がありますけれども、これは主に牛から牛への病原体の伝達に関するリスク評価というこ

とになります。 

その次に、生体牛のリスク評価、サーベイランスの状況というのがありますけれども、

これは同じ牛でも、牛肉から人間に、牛から人間へのリスクの評価ということになります。

全部を合わせて生体牛リスクの総括ということになります。 

その後、食肉・内臓のリスクとありますけれども、これは主にと畜場の問題で、一番最

後に米国・カナダ、日本の対策の比較ということがありますけれども、恐らく時間の都合

で、この辺はかなりカットされますけれども、もとのパワーポイントはありますので、そ

れは一応皆さんのお手元にお配りしてありますので、後でごらんください。 

最後に結論という話になります。 

（パワーポイント２） 

まず、今回の食品健康影響評価ということになりますけれども、「米国・カナダの輸出プ

ログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内

臓を摂取する場合のリスクの同等性に係る評価」ということで、審議を行った専門調査会

は食品安全委員会のプリオン専門調査会です。 

（パワーポイント３） 
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「いつ、誰から誰に評価が依頼されたのか？」ということになりますけれども、それに

関しては、平成17年５月24日に厚生労働大臣及び農林水産大臣から食品安全委員会委員

長に対して評価が依頼されました。 

（パワーポイント４） 

「何について評価したのか？」ということになりますと、これに関しては、結局リスク

の同等性ということになりますけれども、まず全月齢、日本の０カ月齢からすべての月齢

の牛から取った牛肉と、米国・カナダの牛肉の20カ月齢以下のリスクの同等性ということ

ですけれども、ただそれだけではなくて、もう１つ、上乗せ条件というのがここにありま

して、まず１つは、必ず20カ月齢以下でなくちゃいかぬということです。それに関しても

う１つは、ＳＲＭが確実に除去されていなきゃいかぬ。これは後でも説明がありますけれ

ども、日本向けの牛からは必ずＳＲＭを全部除去しなければいかぬという上乗せ条件があ

りまして、これを輸出プログラムによって規制するということで、上乗せする条件プラス

20カ月齢以下ということで、こういう条件のもとで同等性が評価できるかという話になる

わけです。 

（パワーポイント５） 

もう一度このスライドは出てきますけれども、結論としては３つの場所に分かれており

まして、まず1/3、前段としては、「科学的同等性を厳密に評価するのは困難」であるとい

うことです。これに関しては、ここに不明点が多いとか、そういうことがいろいろ書いて

あります。その次の結論としては、「輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国・

カナダ産牛肉等と国内産牛肉等のリスクの差は非常に小さい」ということになっておりま

す。３番目は、これはむしろ諮問を依頼した農水省、厚労省に対する意見になりますけれ

ども、「輸入が再開された場合、管理機関による輸出プログラムの実効性・遵守状況の検証

が必要」だろうということになっているわけです。 

（パワーポイント６） 

まず、輸出プログラムというのがここに出てくるわけですけれども、これは別名、英語

でＢＥＶ（Beef Export Verification Program）といいますけれども、これは「通常の米

国、カナダの国内措置に加え、我が国への輸出用に行う特別の管理措置」で、米国向けの

牛肉にはないけれども、米国及びカナダから日本に来る牛肉に対して、一応そういう上乗

せ条件をやる。それに関して、結局輸出プログラムまた検証システムを新たに設けるとい

うことになります。 
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したがって、ここに書いてありますように、「これらの要件を満たす牛肉等のみが政府に

より承認される」ということで、米国の場合は日本向け輸出プログラム、カナダの場合は

日本向け輸出基準ということになります。 

（パワーポイント７） 

ここまでが一応「はじめに」ということですけれども、次は「これまでの経緯」という

ことになります。これは新聞とかそういうのでご存じでしょうけれども、平成15年、今か

ら２年以上前ですね、カナダでまずＢＳＥ検査陽性牛が確認された。したがって、日本は、

カナダ由来の牛肉の輸入を禁止した。しかしながら、同じ年の12月24日には米国でもカ

ナダ産の牛に関してＢＳＥ陽性牛を確認した。したがって、日本では、カナダに加えてア

メリカからも輸入を禁止したということになります。 

それに関して、平成16年10月15日に、厚生労働省、農林水産省が我が国におけるＢＳ

Ｅ対策についての評価依頼（諮問）を行ったわけですけれども、その間に日米のＢＳＥ協

議ということがありまして、特に10月23日には第４回日米局長級協議で、科学に基づき

牛肉貿易を再開させること及び日本向けに牛肉輸出プログラムを設けることについて認識

を共有したということになります。 

（パワーポイント８） 

そういうことに関して、平成17年になりまして、厚労省、農水省に対して、我が国にお

けるＢＳＥ対策について、食品健康影響評価を答申したということになりました。 

ここで主にどういうことがいわれたかと申しますと、国内産の牛肉に関して、月齢の検

査を 20 カ月齢以上にした場合に果たして日本人にどれだけ変異型ヤコブ病が出る可能性

があるかということが主な論点になっております。それに関して差はないということです

けれども、差はなくても、実際に全頭検査をしても、20カ月齢以上の検査をしても、それ

に関して日本で将来どれだけｖＣＪＤが出る可能性があるか、それに関してはたしか 0.1

～0.89か、そのくらいのものであった、１以下であるというようなことが結局そこで答申

されたわけです。 

その後、同じ平成17年５月24日に、厚労省及び農水省より再び諮問がありまして、米

国・カナダ産牛肉について評価依頼ということがあったわけです。これに関して、10月31

日までプリオン専門調査会で合計10回、調査審議の集まりを持ちまして、それで10月31

日にある程度の結論が出て、したがってそれに関しては11月２日から食品安全委員会が評

価結果案に対する意見・情報の募集を実施して、今に至っているわけです。 
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（パワーポイント９） 

まず、食品健康影響評価の考え方ということに関しては、いろいろのやり方があります

けれども、これに関して、定量的な評価と定性的な評価ということになりますけれども、

何分外国の話を日本が評価しようということですから、最終的に総合的に定性的評価を実

施するということになりました。 

評価の仕方は２つに分かれていまして、先ほどいいましたように、生体牛のリスク、こ

れは主に家畜衛生的な側面が非常に強い内容ですけれども、牛から牛への病原体の伝達の

リスク、侵入のリスク、これは結局ヨーロッパからアメリカ・カナダに対する侵入のリス

ク。あと、暴露・増幅のリスク。これはアメリカ・カナダ国内で暴露・増幅がどれだけ可

能性があるかというリスクの比較ということになります。 

もう１つは、むしろこちらは公衆衛生的なリスクの評価ですけれども、牛肉及び牛の内

臓から人へのリスクの評価ということで、これは主にと畜場の問題、あと、と畜処理の各

プロセスに関するリスク評価ということになります。 

（パワーポイント10） 

同じ内容が図表にかいてありますけれども、まずこちらの方で牛から牛へのリスク、こ

ちらの方で牛から人へのリスクということで、両方を一緒にしまして、「米国・カナダ輸出

プログラムによる牛肉等と日本の牛肉等のリスクの比較」ということを行いました。 

（パワーポイント11） 

リスク評価のうち、牛から牛へのリスクですけれども、侵入リスクの比較というのがあ

りまして、これに関しては、ヨーロッパからアメリカ・カナダに対する病原体の侵入リス

ク。暴露リスクというのは、アメリカ・カナダにおける国内での飼料規制及び特定危険部

位の利用の問題、そういうことがあります。サーベイランスによる検証ということが３番

目にありますけれども、これは侵入リスク、暴露リスク以外の問題で、主にアメリカ・カ

ナダにおける国内対策の検証ということで、特にこの場合、サーベイランスの問題が大き

く出ております。 

（パワーポイント12） 

次のスライドでは、リスク評価２ですけれども、これは牛から人へのリスク評価という

ことで、アメリカ及びカナダにおけるトレーサビリティの問題、あと、と畜場の中での問

題ということがありまして、最終的にＡＭＲ、先進的機械回収肉と書いてありますけれど

も、これの問題がありますけれども、これに関しては、別にこれは日本には来ないという
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ことで、一応リスクの考慮には入れましたけれども、今回はそれほど細かい審議はなかっ

たということになります。 

（パワーポイント13） 

次の項目にいきまして、生体牛のリスク評価、牛から牛へのリスク評価になります。 

（パワーポイント14） 

ヨーロッパから日本にどれだけ牛が生体で入ってきたか、生きた牛が入ってきたかとい

うと、今までの貿易統計でいいますと、大体33頭、少なくとも入ってきております。1980

年から2003年の間ですね。それに対して、米国の場合は206頭～210頭、カナダの場合は

117頭～198頭ということが貿易統計にありまして、その他ＥＵからの統計を加味しますと、

米国では約221頭～227頭分だと。カナダの場合は120頭～201頭であるということで、か

なりの頭数が入ってきたということで、この下に電球のマークがあって、食品安全委員会

のプリオン専門調査会の結論としては、生体牛の輸入に関しては、アメリカは日本のリス

クの1.5倍～７倍、カナダは日本の約４倍～６倍のリスクがあるということになります。 

（パワーポイント15） 

次に、肉骨粉の輸入ですけれども、日本でも肥料ということでヨーロッパから肉骨粉が

入ってきたわけですけれども、それに関して、今までの貿易統計ですと560トンになりま

す。アメリカ・カナダというのは、少なくともヨーロッパから肉骨粉を輸入したという事

実は余りなくて、これに関しては極めてリスクは小さい。特にカナダですと、ほとんどゼ

ロに近いし、アメリカの場合でも恐らく1/12～1/47であるということになります。 

（パワーポイント16） 

次に、動物性油脂ということになりますと、日本の場合は、円が強いということもあっ

て、オランダから1245トンも動物性油脂、粉末油脂が輸入されたということになっていま

すけれども、米国・カナダではそれほどヨーロッパから輸入はされていなかったというこ

とで、特にカナダの場合はオランダから輸入実績なし、その他ＥＵからもほとんど不明で、

ゼロに近いということで、これに関して日本の約1/12以下である。米国に関しても、これ

だけの輸入があったけれども、日本の約1/2のリスクであるということになります。 

（パワーポイント17） 

したがって、国外から米国・カナダへの侵入リスクということを総合的に比較しますと、

生体牛、肉骨粉・動物性油脂の侵入リスクは、日本、米国・カナダではそれほど違わない。

しかしながら、輸入生体牛に限ってだけリスクを重くみれば、米国及びカナダというのは、
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恐らく米国は大体７倍以下、カナダでは6倍以下ということになります。 

（パワーポイント18） 

次に、生体牛のリスクということになります。牛から牛へのＢＳＥ蔓延のリスク、暴露・

増幅のリスク、ですからこれはヨーロッパからアメリカ・カナダではなくて、アメリカの

国の中、カナダの国の中での牛から牛へのＢＳＥ伝達のリスクということになります。 

（パワーポイント19） 

そうしますと、ここで一番問題になるのは、飼料規制、えさの問題ですけれども、日本

の場合は、特に2001年にＢＳＥが出てから、ほとんど牛由来肉骨粉を牛、豚、鶏に食べさ

せるということはなくて、これは全部回収して焼却処分することになっているわけですけ

れども、米国の場合は、牛から牛は確かに1997年に禁止されましたけれども、豚、鶏はま

だ禁止されていない。しかしながら、ここに＊がついていますけれども、これに関しては

現在規制強化を検討中で、将来禁止されるであろうということです。 

しかしながら、こういうことを考えますと、現時点で 20 カ月齢以下と考えられる 2004

年以降生まれた牛の汚染率は、米国・カナダの方が日本より数倍汚染リスクが高いという

ことになります。 

（パワーポイント20） 

これに関して、もう1つ、えさの問題になりますけれども、日本の場合は交差汚染とい

うのはほぼ 100％規制されているということになりますけれども、残念ながらアメリカ・

カナダの場合は、小さい農家ではまだ自家配合とかそういうのがかなりなされているとい

うことで、交差汚染の可能性は否定できないということになります。あと、遵守率も97％

とか90％以上であるということで、結局こういうことがありますと、我々の結論としては、

米国・カナダの飼料規制のもとでは一定の割合で交差汚染が起こる可能性が今後残り、し

たがって今後ともＢＳＥは国内である程度増幅される可能性があるということになるわけ

です。 

（パワーポイント21） 

次に、特定危険部位の問題になりますけれども、アメリカ・カナダは基本的にはＯＩＥ

の条件ということでやっております。ところが日本の場合は、ＯＩＥに上乗せ条件という

のがありまして、したがって特に特定危険部位（ＳＲＭ）、後で牛の絵が出てきますけれど

も、これに関しては日本では焼却処分、と畜場の外には出さないということになっており

ますけれども、アメリカ・カナダの場合は、一応ＳＲＭということが書いてありますけれ
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ども、これに関しては焼却はしなくて、物によってはＳＲＭ自身を、非食性というんです

か、食品には使わないけれども、例えば石けんとかほかの物には使ってよろしいというこ

とになっておりますので、必ずしも全部焼却されるわけではないということになりますし、

もう1つ、米国でもカナダでも、先ほどいいましたように、特定危険部位に関しては豚、

鶏にえさとして使ってもよろしいということですけれども、これもさすがにアメリカで最

近になってＢＳＥが国内産の牛で出てきましたから、規制強化を検討中であるということ

になります。 

あともう1つ、ＯＩＥの条件ということになりますと、30カ月齢以上のこういう臓器が

特定危険部位になっていますけれども、30カ月齢より若い牛のこういう臓器は特定危険部

位として指定されていないということになります。 

（パワーポイント22） 

ここに特定危険部位のこと、これは食品安全委員会のホームページとかいろんなパンフ

レットにたくさん書いてありますので、細かい説明はいたしませんけれども、要するにこ

れだけの場所が日本の場合は特定危険部位ということになっておりまして、これはアメリ

カもカナダも同じですけれども。しかしながら、それに関しては、結局 99.44％が病原体

としてここに分布しているということで、100％ではないけれども、ここを取れば、かなり

リスクが抑えられるということになるわけです。 

（パワーポイント23） 

そういうことで、今までの話は国内における暴露の問題ということになりますけれども、

そうしますと、これはあくまで数値モデルですけれども、もとのＢＳＥの牛を 10000ＩＤ

50と仮定しますと、ＳＲＭを取ってレンダリングをするということで、これが100ＩＤ50

になります。その後、交差汚染になって、一応10％くらい交差汚染の可能性があるという

ことでやりまして、10回に１回の確率と書いてありますけれども、これが豚、鶏のえさと

して消費されるけれども、しかしながらこれがまたいろんな条件で牛に戻ってくる可能性

があるということで、そうしますと最終的に10000ＩＤ50の病原体がここで10ＩＤ50にな

る。 

しかしながら、現在アメリカ・カナダで毎年これを食べた牛が100頭いた。感染牛が100

頭とすると、毎年ＢＳＥとして検査されるわけじゃなくて、今後ともＢＳＥの頭数はふえ

るであろうけれども、恐らく毎年出るのではなくて、５年に１回ずつ不連続な流行パター

ンとしてＢＳＥが出るであろうということになるわけです。 
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（パワーポイント24） 

それがこの数値モデルで、現在ＢＳＥが出て飼料規制がなされているわけで、この後そ

んなに、来年、再来年ということでアメリカ・カナダでＢＳＥが出るとは思わないんです

けれども、しかしながら来年出なくても、再来年あたりまた出る可能性があるということ

で、交差汚染における流行形態としてはこういうことで、少なくとも交差汚染が認められ

れば、不連続的ですね、流行が繰り返されるであろうということになるわけです。 

（パワーポイント25） 

最終的に米国・カナダと日本とのＢＳＥの国内における暴露・増幅リスクを比較すると、

我々の結論としては、米国・カナダは日本より数倍、平均1.5倍ですね、リスクが高い。

その理由としては、ＳＲＭが反すう動物以外の飼料に利用されていることと、飼料の交差

汚染防止がまだ完全でないということがあるわけです。 

（パワーポイント26） 

次に、それ以外の、暴露リスク以外の、サーベイランスの問題というのがあります。こ

れに関しては、と畜場の問題ということでありますけれども、ご存じのように日本では食

肉安全確保ということで陽性牛をと畜場で排除する。現在の方法としては、全頭検査はな

されていますけれども、将来的には見直しということで、一応ここでは21カ月齢以上の全

頭ということにしております。農水省の方としては20カ月齢以上の死亡牛を検査している

ということになります。それはＥＬＩＳＡとウェスタン・ブロッティング、または免疫組

織化学ということになります。 

カナダの場合、アメリカの場合はあくまでも健康牛の検査はやらなくて、高リスク牛と

いうことですね。高リスク牛というのは、ＯＩＥの規定にありますけれども、歩行不能牛、

これはダウナー、あと神経症状牛、これはクリニカルサスペクト、あともう１つはエマー

ジェンシー・スローター、例えば農場とかそういうところで骨折とかいうことで、結局と

畜場にたどり着けない牛、そういう３つを高リスク牛といって、それを選んでサンプルテ

ストをやるわけですけれども、それに関して、主にＥＬＩＳＡ及びＩＨＣでやっている。

アメリカの場合は2005年５月からウェスタン・ブロッティングをやるようになったという

ことになります。 

（パワーポイント27） 

そうしますと、これ、いろいろな数値が書いてありますけれども、問題になるのは一番

下の数字で、日本の場合は高リスク牛、我々はこれを死亡牛といっていますけれども、1
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年間に日本で死亡牛というのは大体 20 万頭くらい出ますけれども、そのうち、24 カ月齢

以上が10万頭くらいだというので、高リスク牛に関しては全部検査されています。 

ところが、カナダの場合は、日本と同じ条件で高リスク牛、これは０ＩＥの規定の高リ

スク牛ですけれども、毎年５万3000頭出ますけれども、そのうち実際に検査されているの

は、これをサンプリングして大体半分、２～３万頭が検査されているだけにすぎない。ア

メリカの場合は、高リスク牛というのは毎年113万頭出ますけれども、そのうち、現在検

査されているのはせいぜい30万頭くらいである。したがって、半数にも満たないというこ

とになるわけです。 

（パワーポイント28） 

そういうことでありまして、ＢＳＥ検出データの検証ということになると、日本では一

応全頭検査をしているので、今まで20頭陽性が出ているわけですね。それと同じ方法をア

メリカ・カナダの状況に当てはめたら、どれだけのことになるかということをやってみま

して、細かいことが書いてありますけれども、高リスク牛ですと、例えばカナダでやりま

すと、結局毎年２頭くらい陽性が出るんじゃないか。アメリカでも恐らく、39万頭で１頭

ですから、一応それの３倍で、大体３頭くらい毎年出るんじゃないかという話になるわけ

ですね。 

（パワーポイント29） 

そうしまして、日本のやり方をアメリカ・カナダに当てはめたらどういうことになるか

というと、日本では１年間に大体６頭か７頭くらい出ていいわけですけれども、アメリカ・

カナダの場合にはそれより恐らく数倍は多く出るんじゃないか。特にこの場合、５頭、６

頭、４頭、現在の成牛で検出される可能性としてはこれだけあるんですけれども、特に若

い方では、肉骨粉の規制とかそういうものが緩いために、多少若い方にある程度牛の陽性

の出る可能性が出てくるのではないかということになります。 

（パワーポイント30） 

最終的に、これはサマライズしたわけですけれども、そうしますと日本のＢＳＥ検査を

米国・カナダのサーベイランスに外挿してみると、ということの最終的なまとめの表にな

ります。と畜場とか家畜保健衛生所でチェックされて出てくる牛は、恐らく日本の場合は

６頭とか７頭くらい、毎年の統計でありますけれども、米国では恐らくそれより５倍か６

倍くらい出る可能性がある。カナダでは４倍から５倍、出る可能性がある。しかも、汚染

の割合としては、100 万頭当たり、日本では約５頭か６頭ですけれども、それに関してア
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メリカの場合は約１頭、カナダの場合は５～６頭、日本と同等ということ。汚染の割合と

いう場合は、必ずしもと畜場で検出できるというものではなくて、検査ではひっかかって

こないけれども、すり抜け率ですか、感染している牛の数というのは、日本が５～６頭で

すと、アメリカは約１頭、カナダが５～６頭ということになるわけです。100 万頭当たり

ですね。 

（パワーポイント31） 

今までのこと、侵入のリスク、暴露のリスク、あとサーベイランスのデータということ

で比較しますと、生体牛のリスクというのは、牛から牛への感染のリスクですけれども、

それに関しては、楽観的には日本と同等であろうということ、悲観的には約10倍くらいか

なということになりますし、これに関しては一応、侵入のリスク、暴露・増幅のリスク、

サーベイランスデータの外挿とかいうことになります。 

こういうことで、最終的に我々が考えたことは、下に書いてありますけれども、米国・

カナダのサーベイランスというのは今後強化することも必要でしょうし、その強化したも

のに関しては継続が必要であって、もっと具体的な、要するに日本並みのデータが本当は

欲しいところだということになります。しかも、サーベイランスが強化・継続された後で

どういうＢＳＥの数が出てくるかわかりませんけれども、今後のデータによってはリスク

の再評価もあり得るということになるわけです。 

（パワーポイント32） 

次に、牛から人へのリスク評価の話になります。この場合、食肉・内臓のリスクという

ことになります。ですから、主にと畜場の問題です。輸出プログラム、これから農水省、

厚労省がかなり担当することになるであろうプログラムですけれども、これに関して、特

に20カ月齢以下の牛とＳＲＭの除去というのが主なプログラムの内容になるわけです。 

（パワーポイント33） 

ここで問題になるのは、20カ月齢以下であるということを証明しなければならないわけ

で、その場合に問題になるのがＡ40ということになります。日本の場合は別にＡ40なんて

考えなくても、一応全部トレーサビリティがあるものですから、と畜場で130万頭ですね、

20カ月齢以下であるというのを証明することができるということになります。20カ月齢以

下とか、全月齢がわかるわけです。 

カナダでも、一応出生証明書が 20％くらいの牛でできていますので、それで約 70 万頭

くらいは月齢証明が可能であろうということになります。米国の場合は、残念ながら出生
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証明書というのが、全国的なものがまだできていない。牛のＩＤプログラムというのを今

やっていて、たしか 2009 年には法的に強制化されるということになると、2009 年まで待

てばという話もあるわけですけれども、そういうわけにもいかぬということで、とにかく

現在の場合は10％くらいで約250万頭の牛が一応出生証明書、これは全国的なものではな

く、地方とか牧場における出生証明書全部集めても10％くらいであると。したがって、そ

れ以上の牛に関して、20カ月齢以下であることを証明したいんですと、Ａ40ということで

証明するほかない。それに関しては、あと10％ですか。ですから、全部で500万頭分くら

いは20カ月齢以下という証明が可能である。 

成熟度というのが下に書いてありますけれども、具体的にはどういうことかというと、

腰椎の椎骨の横に棘突起という突起が出ていますけれども、そこに対するカルシウム沈着

ですか、骨化の度合いによって目で見て月齢判別が可能であるということが主な理由で、

あと場合によっては、それにプラスアルファとして赤身の質によって判断可能であろうと

いうことになるわけですね。 

（パワーポイント34） 

Ａ40 で果たして 20 カ月齢以下のことが証明できるのかということになりますと、これ

は農水省からのデータで、アメリカからのデータになりますけれども、これで見ますと、

ここが 20 カ月齢のボーダーですけれども、Ａ40 ということでしたら、誤差の範囲を考え

ても、ほとんどのものは17カ月齢以下であるから大丈夫じゃないかということになるわけ

です。 

（パワーポイント36） 

スライドを１つ飛ばして、18ページの下の方になります。もう１つ、と畜場の処理の問

題、これはアメリカと日本のと畜場の問題があるわけですけれども、これに関しては、日

本の場合は獣医師による検査ということになります。日本では130万頭、アメリカの場合

は日本の約20倍いますから、約2700万頭ですか。カナダでも日本の数倍くらいと畜され

ますから約430万頭ということになります。日本の場合は１頭について約80秒くらいの時

間をかけて検査をして、高リスク牛、要するに病気の牛を排除するということになってい

ますけれども、アメリカ・カナダの場合は極めて大量にやるものですから、１頭について

約12秒くらいであるということになります。 

あと、と畜場での健康牛に対するＢＳＥ検査に関して、日本では任意にしばらくは全月

齢を検査しています。しかしながら、アメリカ・カナダでは全く実施されていないという
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ことになります。 

（パワーポイント37） 

あと、と畜場の処理の話になりますけれども、スタンニング、ピッシングという言葉が

出てきますけれども、日本、米国・カナダではスタンニング、これは牛をと殺する前にま

ず気絶させます。鉄の棒とかなんかをポンと打ち込むということでやりますけれども、そ

ういう場合、これにかわる新しい方法、これはいい方法がなかなか見つからないものです

から、日本、米国・カナダでもなされていますけれども、ピッシングに関しては、我々専

門調査会の方でピッシングは将来やめるべきであるということはいっているわけですが、

現在のところ、約80％実施されている。米国・カナダではピッシングはされていないとい

うことになります。 

ＳＲＭの除去というのは、日本の場合は全月齢で除去されているけれども、アメリカ・

カナダの場合は、普通のアメリカ向けの牛肉では30カ月齢以上、少なくとも脳・脊髄に関

しては除去されるわけですけれども、日本向けの場合は二重基準というか、アメリカにと

ってはダブルスタンダードになりますけれども、日本向けに関しては全月齢のＳＲＭの除

去を実施してもよろしいということになっています。 

（パワーポイント39） 

そういうことで、話も最後の方になってきましたけれども、牛肉及び牛の内臓のリスク

の比較ということ、アメリカとカナダは果たして同等かということになりますけれども、

これに関してはなかなか不明な点が多いということで、これはあくまでも学問的な背景を

いろいろ箇条書きしているわけです。 

ＢＳＥプリオンの牛の体内分布ということですと、特定危険部位からのＢＳＥプリオン

検出というのは、そういうことで特定危険部位を外すことによって99.4％くらいのプリオ

ンを除去することができるということがありますけれども、残念ながら最近はＢＳＥ症状

を呈した感染牛及び高リスク牛（94カ月齢）では、末梢神経からもＢＳＥプリオンが検出

されるということがあります。しかしながら、潜伏期の実験感染牛では、筋肉からＢＳＥ

プリオンは検出されないということ、２つのことが今までわかっています。 

したがって、ＳＲＭがどこまでＳＲＭかという話が非常に議論があるわけですけれども、

これに関してはかなり学問的な話が次にありまして、英国、ドイツでの大規模なサンプリ

ング実験を含めて、今後とも注視・精査する必要があるだろう。しかしながら、最近アメ

リカ・カナダ、恐らく日本でもＥＵでもそうですけれども、と畜場でＳＲＭをある程度取
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るとか、あとはいろんなえさの規制ということがあるんで、年々汚染程度は低下している

ということで、これは一応日本及び欧米の傾向ですけれども、年々発症までの期間は延長

しつつあるということになるわけです。 

（パワーポイント40） 

牛肉及び牛の内臓等の比較ということになりますけれども、これに関しては、アメリカ・

カナダの場合、ＡＭＲ（Advanced Meat Recovery）というんですけれども、これはアメリ

カの場合、30カ月齢以下の牛では回収してもよろしい、ひき肉に使ってもよろしいという

ことになっていまして、先進的機械回収肉ですね。これに関して、日本にはこれは売らな

いということになっています。 

あと内臓の問題ですけれども、牛の舌とかホルモン焼きに使う牛の腸管とか、そういう

ことになるわけです。これに関して、もし内臓と枝肉を対応して識別管理ができる、トレ

ーサビリティがはっきりしている場合は輸出可能であるけれども、内臓と枝肉を分けてし

まった場合には、枝肉では月齢は識別できるけれども、内臓ではＡ40での識別は不可能で

あるから、したがってこういうものであると輸出は不可能であるということになります。 

（パワーポイント41） 

それで、牛肉及び牛の内臓リスクの総括ということになりますけれども、日本向け輸出

プログラム条件が遵守されれば、ＢＳＥプリオンによる汚染の可能性は非常に低いという

ことになります。しかしながら、内臓に関してはいろいろ付帯条件がありまして、Ａ40に

よる月齢判別のみでは日本に対して輸出することは不可能であるけれども、ある程度トレ

ーサビリティがしっかりしていて、枝肉に対応して識別管理できる場合のみ、輸出可能で

あるということになります。 

（パワーポイント45） 

その後、スライドはカットして、最終的結論にまた戻ってきますけれども、科学的同等

性を厳密に評価するのは困難である。その理由として、下に書いてありますけれども、米

国・カナダということで、どうしてもデータを得る時間もかかるし、もう１つはサーベイ

ランスのデータは非常に限られているということで、質・量とも不明点が多いということ

になりますし、もう１つは、いろいろ諮問の条件として、管理措置の遵守を前提にという

ことがありましたから、そういうことであとは仮定の上に評価しなければならないという

ことがあったんで、その２つの理由で厳密に評価するのは困難であるということになりま

した。 
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しかしながら、限られた情報の中でもし評価するということになると、輸出プログラム

が遵守されたと仮定した場合、米国・カナダ産牛肉等と国内産牛肉等のリスクの差は非常

に小さいという結論を得ました。 

結局、一番最後の1／3の結論としては、もし仮に輸入が再開された場合、管理機関によ

る輸出プログラムの実効性・遵守状況の検証が必ず必要であるということになったんです。 

（パワーポイント47） 

付帯事項１は省きまして、２ですけれども、これはどっちかというと米国・カナダに対

して申し入れる内容ですけれども、これに関しては今後ともＳＲＭの除去の実効性をしっ

かりと担保してほしい。ですから、脊髄除去とＳＲＭ除去の監視を強化すべきであるとか、

あとはサーベイランスの拡大継続。高リスク牛に関しては全部検査すべきであるというの

がどっちかといえば世界的な傾向なものですから、したがって、健康と畜牛を含む十分な

サーベイランスが必要であるということもありますし、現在検討中とはいいながらも、将

来にわたって飼料規制の強化をすべきである。あと、輸出プログラム遵守のためのシステ

ム構築の確立と確認が、日本、米国・カナダの協力のもとに必要であるということになり

ました。 

そういうことで、時間ですので、どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇西郷 小野寺先生、ありがとうございました。 

 ご質問等あろうかと存じますけれども、後の意見交換のときにまとめてということでお

願いしたいと存じます。 

 それでは、ただいま模様がえをいたしますので、休憩をいただきます。３時10分過ぎか

らパネルディスカッション、意見交換に入りたいと思いますので、お席にお戻りください。 

それでは、休憩に入ります。 

 

休  憩 

 

（４）パネルディスカッション及び会場参加者との意見交換 

○西郷 それでは、後半のパネルディスカッション及び意見交換に入ってまいりたいと存

じます。 

 最初に、きょうここでご議論いただくパネリストの方々をご紹介したいと思います。お

配りしてあります「講演者及びパネリストプロフィール」、それから「座席表」をごらんく
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ださい。 

皆様から向かって一番左側でございます。きょうのパネルディスカッションそれから意

見交換のコーディネーターをお願いしております、日本経済新聞社編集委員の中村雅美さ

んです。よろしくお願いいたします。 

そのお隣が、先ほどご講演いただきました食品安全委員会プリオン専門調査会専門委員、

東京大学教授の小野寺節先生です。 

お隣は、消費者の立場からご意見をちょうだいできるかと存じます。宮城県生活協同組

合連合会常務理事の入間田範子様でいらっしゃいます。 

そのお隣が、生産者のお立場からご意見を賜ればと存じます。古川農業協同組合肉牛部

会長の大友学様でいらっしゃいます。 

事業者の立場から、地元・仙台牛たん振興会会長の大川原潔様。 

その他、管理省庁からもきょうはご参加いただいて、いろいろ情報提供などをお願いし

たいと存じます。 

最初に、厚生労働省食品安全部企画情報課の森田剛史情報管理専門官です。 

農林水産省から大臣官房審議官、消費・安全局を担当の高橋直人様でいらっしゃいます。 

それでは、パネルディスカッションに入りますけれども、私の方から２～３お願いを申

し上げます。パネルディスカッションが済んだら、その後に多分コーディネーターから、

皆様方ご意見いかがですかといったことがあります。そしたら挙手をお願いします。ご発

言になる場合は、お名前をちょうだいできればと思います。あるいは、どのような立場か

らこの問題に関心があるかといったことも言っていただければと存じます。 

それで、なるべくたくさんの皆様からご意見を賜りたいということで、食品安全委員会

の意見交換は大概いつもそうしているんでございますけれども、お１人さま１回の発言は

おおむね２分ということにさせていただきます。１分40秒たちますと、１回ベルを鳴らし

ます。そうしたらまとめに入っていただいて、２分を過ぎますと、ベルが２回鳴ります。

そうしたら次の方にお譲りいただく、こういうことでお願いできればと存じます。 

それから、先ほどちょっと申しおくれましたけれども、本日、会場の都合で、終了時間

を５時というふうにさせていただきたいと思いますので、議事進行にご協力いただければ

と存じます。 

それでは、中村コーディネーター、よろしくお願い申し上げます。 

○中村 中村です。はじめましてと申し上げたいんですけれども、実は昨年も参りまして、
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やっぱりＢＳＥの問題でパネルディスカッションをやった記憶がございますので、それに

続いてということになります。 

今、西郷さんからご紹介がありましたように、発言は１人２分以内ということですが、

パネラーは２分を少し超えてもいいと伺っておりますので、ご容赦ください。それから、

チンとかチンチンになりますと、昔、学会に出たのを思い出しまして、ちょっと怖いなと

いう感じもしますけれども、その点はフロアからご発言される方はぜひご遵守をいただけ

ればと思います。 

ご紹介がありましたように、きょうは消費者、生産者、事業者のそれぞれ代表的な方を

パネラーとしてお招きしております。意見交換会でございますので、ぜひフロアの皆さん

からのご意見を重点にしたいと思っておりますので、我と思わん方はぜひご意見を賜れば

と思います。 

先ほど小野寺さんからご講演がありましたように、食品安全委員会が諮問を受けて、10

回にわたって審議をして、この10月31日に答申案をまとめたということをお話になった

かと思います。きょうはそれを中心にお話をしたいと思うんですが、恐らく皆様のご関心

は、その後どうなるのかな、仮にアメリカ産、カナダ産の牛肉が輸入再開された場合に、

輸出プログラムが担保できるのかどうか、監視ができるのかどうかということにきっとご

関心がおありだと思いますので、先ほどご紹介がありました厚生労働省、農林水産省の方

も壇上に上がっていただいていますので、どんどん質問をしていただければと思います。 

前半の40～50分でパネラーの皆さんにお話を伺いますが、まず小野寺さんが約１時間に

わたってお話しされました。これについて、どういうふうに思われているのかな、どうい

う感想をお持ちなのかなということをまずお伺いしたいと思います。ご発言の順番は、ご

紹介にありましたように、入間田さん、大友さん、大川原さんの順番でお願いできればと

思います。 

○入間田 宮城県生協連の入間田と申します。 

カナダ・アメリカ産の牛肉の輸入再開ということで、どうなるのかという方向で今、消

費者の関心はすごく向いているわけですけれども、改めてきょうご説明をいただいて、輸

出プログラムが遵守されたと仮定した場合、アメリカ、それからカナダ産牛肉などと国内

産牛肉のリスクの差は非常に小さいという、資料でいうと23ページ目の結論の２つ目のア

ンダーラインのことだけがマスコミに流れたり、消費者の頭にインプットされているんじ

ゃないかという感じを強く受けております。 
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しかし、その前段に、科学的同等性を厳密に評価するのは困難だったということの結論

を最初に述べておられて、それで今の説明を受けても、本当にそうだったんだなというふ

うに強く感じております。食品安全委員会の皆様は大変ご苦労してここまでまとめられた

のではないかと思っております。その中で、私はきょうの説明を受けまして、米国・カナ

ダの牛肉に関しては改めて大変大きな不安を感じたという次第です。 

例えば、10ページ目の飼料規制について、日本と米国・カナダの例がありますけれども

――私は資料３を使ってほとんどお話ししますけれども、その19枚目のスライドです。飼

料規制などを見ても、米国と日本では格段の差がありますね。それで、汚染リスクが数倍

高いという、この数倍というアバウトな数字でこれは評価されているんだと思います。 

それから、飼料工場における飼料規制についても、言い方としては交差汚染の起こる可

能性が今後も残るということで、日本はほぼ 100％規制が遵守されているんだけれども、

アメリカは 97％、同じく資料集でいいますと 11 ページ目の「特定危険部位（ＳＲＭ）及

び高リスク牛の飼料利用」についてというところでも、アメリカでは特定危険部位の除去

は 30 カ月齢以上ということで、30 カ月齢以下は特定危険部位の除去も完全ではないとい

うことなので、私たちにとって、アメリカの状況はかなりリスクが高いと思います。 

そのようなことで結論づけて、13ページ目ですけれども、資料のスライド数でいうと二

十何枚目かちょっとわからないんですけれども、ＢＳＥの日本と米国・カナダの暴露・増

幅リスクを比較すると、米国は日本より数倍となっていて、前段で特定危険部位除去が完

全じゃないとか飼料の交差汚染とか、さまざまなことが考えられて、それでここで日本よ

り数倍というリスク評価なんですけれども、括弧して、数倍がなんで1.5倍になるのかな

というのがわからない。数倍というと２倍から10倍、２桁にはならない。その中でなぜこ

こで1.5倍という数字が出てくるのかというのがとてもわかりにくいですね。 

それから、この資料の 15 ページ目なんですけれども、日本のＢＳＥ検査を米国・カナ

ダのサーベイランスデータに外挿してみると、今までいろいろ食品安全委員会の資料など

から情報を得た中で、例えば特定危険部位の除去も徹底していない、交差汚染の可能性も

あるという、日本よりはるかに危ないというふうに消費者としては感じられる状況なのに、

ここでサーベイランスを外挿してみると、約１頭ということで、日本よりやや少ないとい

う結論が何で導き出されるのかというのがどうしてもわからないということですね。 

 そういうことを勘案して、結局リスク評価ということはなされているんですけれども、

その上、輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合にリスクの差は非常に小さいという
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ふうに結論づけているわけですけれども、先ほども申し上げましたとおり、アメリカでは

一般的には特定危険部位の除去というのは 30 カ月齢以上ですね。それで、日本の輸出分

だけ 20 カ月齢以下から特定危険部位を除去するというふうにいっているらしいんですけ

れども、そこら辺が担保できるかどうかといったら、私はとても担保はできないんじゃな

いかと感じています。 

 それで、遺伝子組換えでも、遺伝子組換えでない大豆をアメリカなどから輸入される場

合、混入率を５％まで認めているというようなことがある中で、牛肉で完全にそういうこ

とが担保できるとも思えません。改めて食品安全委員会の評価を読ませていただいて、こ

のリスク評価がいかに困難だったか、仮定による数字の積み上げであるということと、結

論も、改めて消費者にとっては不安が大きくなったものだと感じております。 

以上です。 

○中村 ありがとうございました。消費者の不安を率直におっしゃっていただきました。

それから、仮定の数値の積み上げで評価をしたのではないかというご指摘がありました。

後ほど小野寺先生にまとめてお話を伺いますので、ご準備をいただければと思います。 

では大友さん、お願いできますか。 

○大友 私、古川の大友と申します。 

まず、平成 13 年の９月に国内でＢＳＥが発生して、４年前なんですが、あの思いだけ

はもう二度としたくないなというのが、まず生産者としての本音でございます。当時は狂

牛病といういわれ方をしまして、牛肉を食べると狂ってしまうというようなイメージを持

たれて、その風評被害を取り払うのに大分苦労しました。また、新聞やテレビの報道のあ

り方もちょっと考えさせられるものがありました。北海道の酪農家の皆さんを見ますと、

ヘリコプターのバタバタッとした中で取材を受けたり、報道のカメラマンが本当に小さな

田舎町の農家を取材するのに大勢で詰めかけたりなんていう報道を見ていますと、臆病な

牛を扱っている私たちとしては大変心が痛んだ思いがあります。もうあの思いは二度とし

たくない、それが変わらざる気持ちでございます。 

 また、あの当初から、ＢＳＥに関しましては防ぐ手だてはあるというようなことをいわ

れておりました。１つは、脳や脊髄や回腸部位といった危険部位を食さなければ、そのリ

スクは低いということ。また、なぜＢＳＥが起こったかというと、自然の食物連鎖の中で

は絶対あり得ない肉骨粉を反すう動物に給与したということが、英国での始まりだったと

思います。それさえなければ、こんなことにはならなかったのではないか。飼料の効率を
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上げるために、えさの効率を上げるために、動物たんぱくを本当は食べない牛に与えたの

が原因だったと思います。つまりはそれさえなければ、ＢＳＥは発生しなかったはずでご

ざいます。 

それを踏まえて、今回、食品安全委員会で結論として出されたのを見ていますと、北米

でもそうしたところを本当に守られるのであれば大丈夫だとは思うんですが、先ほど入間

田さんもおっしゃったように、アメリカでは飼料の規制は大分甘いようにも思われます。

また、月齢的には 20 カ月齢といっておりますが、その辺もアバウトなところもございま

すし、一番私が気にするのはえさの部分です。先ほどの説明の中でも、牛には与えないよ

うにはしているとアメリカの方ではいっておりますが、鶏や豚には与えてもオーケーです

よというふうなえさの給与状況ですし、もしそれが、どういう状況かは知りませんが、い

ろんなふうで交差していったときに、問題が起こってくるのではないかなと危惧されます。 

それをアメリカやカナダが完全に禁止してしまえば、リスクは大分下がると思いますが、

そういうことをまだしないうちに輸入解禁というのは、私は大分気になることだと思いま

す。国内産牛肉が大丈夫だからといういい方はしませんが、そういうすみ分けもきちっと

して、基準が同じできちっとした中で輸入解禁ということになれば問題はないと思うんで

すが、まだまだアメリカやカナダといった北米産のものに対しては、私としてはちょっと

不安がございますし、その不安を除くのが輸出国の責任であると思うので、ぜひそれは米

国・カナダに訴え続けるべきだと思います。また、向こうがこれはやりましたといった場

合にも、それを確認していくのも日本の義務だと思うので、これからもぜひそういうとこ

ろを農水省なり厚労省さんなりで検討しながら進めてもらえばなと。それが解禁の条件じ

ゃなかろうかと私は思います。 

 以上です。 

○中村 消費者が安心できる牛肉を出したいという生産者の思いは、恐らく消費者と共通

するものがあるのではないかなという印象を持ちました。大友さん、どうもありがとうご

ざいました。 

 最後になりましたけれども、牛たん振興会、要するに事業者の立場から大川原さん、ひ

とつどういうご感想をお持ちなのか、お考えも含めてお話しいただきましょうか。 

○大川原 仙台牛たん振興会の大川原でございます。ただ一人、外食産業系からというこ

とで、どうしても輸入再開の方に考えが向いております。といいますのは、仙台は牛たん

の発祥地でございまして、名物品ということで全国にも知られるようになって 60 年以上
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頑張ってまいった産業でございます。その産業の中で、牛たん専門なものですから、牛た

んを使わないわけにはいかないというときに、２年前のＢＳＥということが発生いたしま

して、その後、我々は行政からの支援等一切受けることができず、外食は外食なりに、自

分なりに借り入れ等をしながら、あとは預貯金を切り崩しながら頑張ってまいったわけで

ございます。それで、仙台にも 100軒以上あった牛たん屋も、今は四十数軒というふうに

なったのが現状でございます。ですから、今回、こういった食品安全委員会の答申に関し

ましては、非常に評価したいというふうな立場でございます。 

しかしながら、今、食品安全委員会の方からの計算ですと、牛たんに関しては通常の５

～６％しか輸入にならないというようなことも伺っておりますので、そういった部分であ

れば、我々にとってはゼロよりはいいくらいの感覚にしかならないということでございま

す。 

先ほど、いろいろパネルで紹介をいただいたところで、国際基準の 30 カ月齢以下とい

う部分の線引きと日本独自の 20カ月齢以下の線引きという部分があるのですが、20カ月

齢以下の線引きのリスクはリスクコミュニケーションということでやっていますけれども、

じゃ 30 カ月齢以下はなぜだめなのかという部分を検証することが今後あるのかどうかと

いうこととか、あと 20カ月齢の線引きというのは恐らく 21カ月齢と 23カ月齢のＢＳＥ

の牛が発見されたことからの線引きかとは思われますが、それに関しては、じゃ 21 カ月

齢、23カ月齢の感染性というものをきちっと結論を出しているのかというと、出てから２

年近くたっていますけれども、結論は出てないようでございます。 

それから、ＳＲＭの除去という部分でありますが、それを見ると、総計の 99.44％とい

う部分が牛の危険部位と称されるところにあるということでございますが、であれば、

99.44％以外の、これでいくと 0.56という数字になるのかもしれませんが、そういった部

分のリスクというのは、ほかの食べ物に関するリスクとどのように違うのか。こういった

ところも我々にとってはよくわからない部分が多いので、そういうところも含めまして、

今回、いろいろお話をいただきたいなと思っております。 

○中村 大川原さん、ありがとうございました。牛たんは仙台の大きな地場産業でござい

ますんで、決してないがしろにはできないものであります。真剣に考えていかなきゃなら

ないものでありますので、このパネルディスカッションで少しそれに触れることができれ

ばと考えております。 

今、大川原さんの質問にもあったんですが、今回の答申といいますか案は、20カ月齢以
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下の牛についてのものなんですが、30カ月齢以下のものについて検討の余地というのは計

画としてはあるんでしょうか。ここ、どなたに伺ったらよろしいのかな。厚生労働省の方

がご諮問されるんですか。じゃ、それを先にお答えいただきましょうか。 

○森田 今の時点では、米国政府から輸出条件で 30 カ月齢以下に拡大してほしいという

ような協議の要請は我々は受けておりませんので、その変更についての検討も我々はして

おりません。仮に要請があったとした場合には、これはそのときの段階になりますけれど

も、これまでどおり科学的知見に基づいて適切に対応していきたいと考えております。 

○中村 これについては後ほどフロアの方からいろいろご意見があると思いますので、い

ただければと思います。 

入間田さん、大友さんも含めて、幾つかご疑問の点のご指摘がありましたので、小野寺

さん、その辺も含めてお話というか、お答えをいただきましょうか。 

○小野寺 小生が答えることもありますし、また特にＢＥＶですね、ああいう輸出プログ

ラムに関してはむしろ農水省、厚労省の方にお願いすることもあるかもしれません。 

まず、25番のスライドですね。これでまず１つ、ＳＲＭの反すう動物以外への飼料利用、

及び飼料の交差汚染防止が完全でないことを考慮すると、米国は日本よりも数倍リスクが

高い。だけど、括弧して 1.5倍ということが書いてあります。これに関しては、悲観的な

数字と楽観的な数字と、２つを併記したということで、悲観的にすれば数倍であるけれど

も、楽観的にすれば 1.5倍ということになるんですけれども、少なくとも米国・カナダと

日本の差というのはゼロではない。やっぱりあるんだ。だけれども、1.5 倍というのは、

結局反すう動物の汚染の問題であって、ＳＲＭを除去することによって、1.5 倍からもっ

とずっと小さいものへリスクが低減されるという意味で出したわけです。 

もう１つは、スライドの 29 番、成牛で検出される可能性というのが上にありまして、

日本ですと、30カ月齢以上ということで計算すると、今まで出てくるＢＳＥのほとんどは

30 カ月齢以上なわけですから、大体 100 万頭に対して５頭くらい、今まで出てきた。カ

ナダ・米国の場合はあくまでも 30 カ月齢以上全部やっていないものですから、一応サン

プリングテストということをやっていますが、そうすると、カナダは今まで 98 万頭を調

べたうちで６頭、米国が 380万頭調べたうちの４頭は出てくるだろうということになりま

すね。 

これは実際に数値で出てくるんですけれども、問題はその下の若年感染リスクというん

ですか、これは検出限界以下のリスク。結局、ＢＳＥというのは、計算方法が完全なもの
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でないものですから、確かにＥＬＩＳＡ陽性で出てくるけれども、ＥＬＩＳＡ陰性でも病

原体を持っている牛というのはいるわけです。ただ、いても、その牛は特定危険部位を外

しているということで、食の安全は担保されているということになっているわけですが、

それが日本の場合ですと、恐らくすり抜け率 50％として考えて、大体あとの５頭は毎年く

らい出てくるだろう、要するに感染しているだろうということになるわけですね。ところ

が、米国・カナダの場合は、先ほど何回もありましたように、えさの規制が緩いものです

から、その分、実際に数値で出てくるよりは、感染している牛の数はもっと多いはずだと

いうことで、日本が５に対してアメリカが 36頭ですか、カナダが 28頭ということで、両

方比べると、絶対数として、米国が日本の５～６倍、カナダが４～５倍という数字になる

わけです。 

もう１つは、これがなぜ１頭になるかという話になるんですけれども、どうしても牛の

頭数が、特にと畜場で殺す牛の数が、アメリカは日本の 20 倍くらいあるということで、

これに関して 1/20か十幾つか分の１になります。そうすると、100万頭当たり約１頭で、

結局５～６倍ですけれども、日本よりは少ない数字になるわけです。 

したがって、絶対数値から見れば、当然アメリカ・カナダの方が多いわけですけれども、

１個１個の頻度の問題からすれば、恐らく米国もカナダもほぼ日本と同等だという数字に

なるということです。ですから、これはあくまでも牛の消費量がアメリカ・カナダはずっ

と多いから、こういう数字になってしまうということだったわけですね。 

もう１つは、実際にそういうことで、特定危険部位を外すということで、結局これだけ

のＢＳＥ汚染の可能性があるけれども、一応食の安全はある程度担保されている。それは

ＳＲＭを除去するということで担保されていると思うわけですけれども、それに関して、

どういうぐあいに担保するのかという話はリスク管理の方なんで、そちらの方で。 

○中村 後ほどまた農水省の方あるいは厚労省の方にお伺いします。最初に小野寺さんの

結論の中で、科学的同等性を厳密に評価するのは困難であったけれども、輸出プログラム

がきちんと全うされれば、リスクの差は非常に小さいということを結論としておっしゃっ

ていたわけです。今のご説明ではパラパラッとおっしゃったんですけれども、まとめてそ

ういう疑問に答えるとすれば、専門調査会では何かそういう話し合いが出たわけでしょう

か。結論で科学的同等性を厳密に評価するのは非常に困難であるんだけれども云々と２つ

目以降にアンダーラインが引いてありますように、幾つかの結論を出したということにな

っているんですが。 
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○小野寺 そうですね。これに関しては、これだけで説明が十分にできるのかということ

で、その後の付帯事項が１、２とあったわけですけれども、結局、科学的同等性を厳密に

評価するのは困難であると。困難であるが、要するにもっと我々が楽に評価するようにし

てもらいたいということが、どうしても我々としてもあるわけで、そのためには、もう少

しデータが欲しいんですね。ですから、それに関しては、結論の付帯事項として、今後と

も、これは 47 番になりますか、むしろ我々がアメリカとかカナダに物をいいたいところ

なんですけれども、もっとちゃんとサーベイランスをしてくれ。どうしてもサーベイラン

スの数値がないと、数字があって我々は評価できるわけで、数値がなくて、ただ安全だか

ら評価せよといわれても、ちょっと難しいということで、サーベイランスの拡大継続とか、

当然ＳＲＭをちゃんと取っているのかという話、これもありますから、これに関してもも

う少し脊髄除去の監視強化をやってくれと。 

先ほどＳＲＭというのは 30 カ月齢ということをアメリカ・カナダがいっているわけで

すけれども、それに関して、ウルリッヒ・キムというスイスのＯＩＥ関係の専門家が委員

長の国際パネルに関して、アメリカに対して勧告案を出しまして、それに関してはＥＵ並

みに 12 カ月齢以上でＳＲＭを取ってくれといっているわけですね。いっていますけれど

も、一応今のところ、アメリカはトレーサビリティがないから、12カ月齢という月齢の証

明が不可能だから、30カ月齢だと歯の抜けかわりでできるから、したがって 30カ月齢と

いうので、現在はあくまでも認めないけれども、あくまでもコンプロマイズ（妥協）とし

て、30カ月齢というのはアメリカ・カナダにいっているんであって、我々もこれに納得し

ているわけではないということを、国際パネルでいっているわけですね。 

ですから、それに関して、これは納得していないということをもう少し向こうの方にい

った方がいいということはいっていまして、これは何も我々がいうんじゃなくて、むしろ

リスク管理側がこれからどんどんいう必要もある。我々もいいますけれども、そういうこ

ともあったわけですね。 

そういうこともありますし、かなり不満は残るわけで、いわば不満みたいなものが結論

への付帯事項に幾つか書いてあるということなんです。 

○中村 そうですね。委員の方にもいろいろ物申したいことがあると伺っております。そ

れが付帯事項１、２としてあらわれているんじゃないかなと思います。入間田さん、大友

さん、とりあえずはそういうご回答でよろしゅうございますか。 

今幾つかお２方も含めて小野寺さんからもご指摘がありましたが、本当にサーベイラン
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スが拡大継続できるのかどうかということ、それからきちんと牛の月齢をはかることが担

保できているのかどうか、アメリカに対しての査察がきちっとできるのかどうかというこ

とについて、消費者サイドからのいろんな疑問があるかと思います。それに対して、厚労

省あるいは農水省からおっしゃっていただければと思うんですが、いかがでございますか。

高橋さんからどうぞ。 

○高橋 まず、サーベイランスの強化のところですけれども、これ自体は食品安全委員会

にことしの５月に諮問しましたけれども、その前に日本側とアメリカ・カナダとの間で去

年の初めから実務家、専門家の間でずっと話し合いをやってきたわけです。その中で昨年

の夏、特に実務家、専門家双方で集中的に議論をやったときがありましたけれども、そう

いったときにもサーベイランスがちょっと弱いということなどについては、日本側からも

アメリカ側に注文しております。 

ご承知のとおり、アメリカで最初のＢＳＥの牛が発生したのはおととし、２年前の 12

月 24 日だったと思いますけれども、それを契機にアメリカ側も昨年の５月からだったで

しょうか、きょうの食品安全委員会の答申案の資料１の 17 ページをごらんいただきます

と、そこにアメリカのサーベイランスの実績が載っております。17ページの上の方の表で

すね。これを見ておわかりのとおり、2004年、昨年夏以後、サーベイランスの強化を始め

まして、従前に比べるとサーベイランスの頭数が大分ふえている。全頭をずっとやってい

た日本に比べますと、もちろん頭数は低いんですけれども、アメリカ側としてもサーベイ

ランスの拡大にこの１年、取り組んできたということであります。もちろん私どもとして

も、今回の食品安全委員会のお話がございましたし、今後さらにサーベイランスの拡大で

すとか継続をアメリカ側に要請していきたいと思っております。 

月齢の判別の方です。今度の輸入の条件について、先ほどから出ている輸出プログラム

の中での月齢の判別方法が２つあるという話を申し上げておりますが、20カ月齢以下の牛

に限定して、かつＳＲＭを全部除去するということになります。 

私の方から月齢の確認方法についてちょっとお話し申し上げますが、参考資料３の 22

ページをごらんいただきたいと思います。 

私も実は５月の諮問のときにはリスコミで仙台にお邪魔したんですが、そのときたしか

こういう話をさせていただいた。アメリカは基本的には 30 カ月齢以上の牛からＳＲＭを

除去する。30カ月齢以下のものについてはＳＲＭ除去の必要がないんですけれども、日本

向けにはハードルを上げて、20カ月齢以下のものだけに絞っちゃうというふうにして、し
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かも普通は取っていないＳＲＭの除去を全部やるということですけれども、30というのは

実は歯列で確認するということで、別に履歴があって、戸籍があって、30で確認している

わけではないんです。ただ、一般的には 30 くらいで歯列で確認する方法というのはほか

の国もかなりありますんで、割とやられているんですが、20の場合には歯列では確認でき

ないので、２つの方法でアメリカ側と話をしています。 

１つが、日本のトレーサビリティシステムと大体同じように、農家段階から書類の整っ

ているもの、この図でいうと左側の方ですね、「書類を管理」と書いてありますけれども、

それぞれの牛の個体ごとに生産農家の段階から出生記録の整っているのがきちんとある。

記録があって、かつそれが育成農家、フィードロット、と畜場の方まできちっとその情報

が伝えられるようなシステムの管理により 20 ヶ月以下と確認される牛、それだったらい

いでしょうということで、アメリカの牛の１割くらいです。 

ただ、これも、４～５年たちますとアメリカの家畜全体のトレーサビリティシステムを、

牛だけじゃなくて家畜全体のトレーサビリティシステムをつくりますが、今それに向けて

準備作業を進めていますので、こちらの方のそういった記録の確認ができるものは広がっ

ていくということになります。ただ、アメリカの場合もカナダの場合も、出生記録がトレ

ーサビリティには載りません。どこの農場で、どこの育成農家を通ってという、そこだけ

で、出生月齢は強制的な記載事項にならないと思いますけれども、いずれにしてもトレー

サビリティシステムは拡充していくという方向になっています。 

もう１つの月齢の確認のやり方は、先ほどの話に出た牛肉の格付制度を利用するという

ものでありまして、と畜してその後の枝肉について、よく肉質といいますが、実際には骨

の方を見て月齢を判断するものです。次の次のスライドをお願いします。これはどこを見

るかというと、哺乳動物ですからみんな同じなんですけれども、背骨のところから腰の骨

ですね、皆さん、さわっていただきますと、背骨から腰骨のところはごつごつ突起がある

と思いますけれども、一番左側の写真は、背骨から腰の骨を縦に切ったもの、縦の断面だ

ということで、上の方が背中の外側になって、下の方が内臓側になりますけれども、一番

上の外側の方に突起部分があるんですね。棘突起といいます。これは人間もあります、牛

もありますけれども、棘突起の部分を見て、右側にさらに詳しく拡大したものがあります

が、この突起の先端部分が、最初軟骨だったものが、月齢がたつにつれて少しずつ軟骨部

分の赤味が増す。これは割と見やすい部分なんだそうですが、赤味が増す。骨髄の部分が

ふえてきて、骨髄の中の赤血球がふえてだんだん赤味が増すということになるんですけれ
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ども、ここは目で見て割とはっきりわかりやすい部分なんで、この部分でＡ40、Ａ50の境

目を判定するものです。 

Ａ40とＡ50のデータの結果は、参考資料の 27ページになりますけれども、ちょっと字

が細かいんですが、縦にＡ20からずっと書いてあります。これは肉の格付。格付はＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｅとありますが、一般的には番号が進むほど、アルファベットが上がるほど古い、

下がるほど若いものです。実際に月齢のわかっている牛と実際の格付を照合してみたもの

がこの結果なんですけれども、Ａ50くらいで切ると、21カ月齢以上のものを含む。Ａ40

で切ると、21カ月齢以上のものを含んでいなかった。これ、サンプルの限界がありますの

で、もう一回検証するということになっていますけれども、Ａ40 でやれば、21 カ月齢以

上のものを含む確率は非常に小さくなるんで、この辺で線引きをして心配ないだろうと。

それから、確認をする部位、先ほどちょっと写真でごらんいただいたように、あの部位で

確認すれば心配ないだろうという日本側の肉の専門家のご意見をいただきまして、その辺

で大体骨化の程度からの月齢の判定は可能なんではないかとご意見をいただいております。

そういうふうにできるだろうと我々は考えています。 

現実に今度はアメリカでこれとＳＲＭの除去について、アメリカのと畜場でやっていた

だくことになります。それについては、アメリカ政府はもちろんアメリカ政府のプログラ

ムですから自分で責任持ってやりますけれども、私どもも仮に食品安全委員会の方から答

申をいただければ、評価いただければ、今度は我々としてもアメリカ側がやろうとしてい

る施設の査察に出かけて、現場をきちっと見るというふうにいたしたいと考えております。 

○中村 ありがとうございました。伺いますが、Ａ40というのはルーチンで格付をやって

いるわけですよね。それで、アメリカのと畜場でされるということは、日本向けだけをや

られるということですか。Ａ40は既にいろんな肉、枝肉も含んでやっていらっしゃるんで

すけれども。 

○高橋 この格付のＡ幾つからＢ、Ｃ、Ｄといっぱいありますが、この格付はふだんやっ

ています。ふだんやっているその作業の中で、Ａ40、50のところで境目引いて、Ａ40以

下だけ、これは日本向けだということを特別に表示をつけて、ほかのものと区分管理をす

ることになっています。ですから、査察はその辺まできちっと見ていきます。 

○中村 先ほど、入間田さんからもご疑問があったんですが、ＧＭＯ、遺伝子組換え作物

に関しても混入というところがどうしても避けられないことがあるんですが、月齢 20 カ

月齢以内の牛ということになりますと、混入があるのではないかなという懸念もあるんで
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すが、その辺は査察によってきちんとされるということになりますか。 

○高橋 まず、遺伝子組換えの方から申し上げますと、遺伝子組換えで今日本で多いのは、

これは食用にはほとんど回ってないはずなんですけれども、えさだとトウモロコシと大豆

ですね。もちろんアメリカだけではありません。カナダですと菜種とか、ブラジルですと

大豆やなんか、かなりありますけれども、一般的にはアメリカ・カナダはそもそも日本の

ように遺伝子組換えの食品について何か特別な扱いをしているという制度じゃないんです。

これは心配ない、安全性に全然問題ないという、もともとそういう考え方ですから、それ

はそういう考え方だということですけれども。ただ、日本のように遺伝子組換え食品の表

示について特別の制度を持っている国に対しては、組換えの農産物とそうでないものの畑

はもともと違いますから、分別をして日本向けに送るということになっています。 

ただ、やっぱり非常に小さいものですから、それを運ぶトラックとかコンベアとかいろ

んなものにどうしても残留があります。きちっと分別して管理しても、５％――普通は５％

いかないんですけれども、多少の混入は避けられない。例えばある船を使って、前は組換

えのトウモロコシを運んだけれども、今度は日本向けだというと、どうしてもどこかに小

さなものが残っている、こういうことになります。ですから、その混入は避けられないん

で、区分管理をしたものを、今日本では遺伝子組換え食品じゃないという表示をしていま

すけれども、それはどうしても混入は避けられないんで、５％以下のものを組換え食品で

はないという表示に決めています。しかし、牛の場合には、枝肉の大きいものに１本１本

分けられますので、やむを得ざる混入というのはないわけで、もし起きるとしたら、ヒュ

ーマンエラーしかないだろうと我々は思っています。ですから、それが起きたときには、

我々としてもきちっと対処しなければいけないと思います。遺伝子組換え食品、ああいう

非常に小さいものとはちょっと話が違うんじゃないかなというふうに我々は思いますけど

も。 

○中村 それからもう１つ、基本的にはアメリカ・カナダの政府機関が一応サーベイラン

スを含めてやられるんですけれども、日本の農水省等も含めて査察をやられるということ

なんですが、もし査察によって仮におかしなぐあいになった場合、輸入をとめることもあ

り得るんでしょうか。 

○森田 やはりその程度によるんだと思います。重大なものがあったとしたら、それなり

の厳重な対応が必要であると思いますし、その程度が非常に軽微なものであるとしたら、

改善を求めるようなことにはなろうかと思いますけれども、とめるかどうかというのは、
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その程度によった対応が必要になってくると思います。 

○中村 お伺いしましたのは、食品安全委員会のプリオン専門調査会はいろんな前提条件、

付帯条件をつけて結論を出されていますので、付帯条件が守られてないと、やっぱりおか

しなことになるんじゃないかなと思いますので。 

○森田 誤解のないようにしていただきたいんですけれども、査察をした結果については、

案の中にあるように、食品安全委員会の方に報告をしなさいというふうになっているんで、

これは報告させていただきますし、その内容については、例えばホームページですとかプ

レスリリースといった形で公に情報を公開していくことをしたいと思っておりますので、

そこはこちらが内密に何かやるとか、そういうことは特に考えておりませんけど。 

○中村 この点、小野寺さん、何かございますか。 

○小野寺 そうですね。これは評価の前提が 23 ページの付帯事項１にあるんですけれど

も、輸出プログラム遵守を前提に評価するということ。ですから、この前提が崩れたら評

価は成立しないと書いてありますけれども、そういうことで、それに関しては食品安全委

員会との連絡を緊密にする必要があるかと思います。 

○中村 今、大体一通り質問あるいはお答えをいただいたんですが、入間田さん、大友さ

ん、それから大川原さん、さらに疑問がふえたというようなところがありましたら、おっ

しゃっていただきたいと思うんですが。 

○入間田 疑問というか、先ほどちょっと申し上げなかったんですけれども、例えば資料

３の８ページの肉骨粉輸入による侵入リスクとか、動物性油脂の輸入侵入のリスクとかい

うことで、私、アメリカとかカナダの肉骨粉の輸入の実態はわかりませんけれども、ここ

には米国産とかＥＵからの輸入のトン数、下の方で動物性油脂だと 1994 年以前は不明と

か、そういうことを書いてありますけれども、１つは肉骨粉とかは第三国を介して輸入す

る量が多いというようなことがいわれていたりとか、不明なのに何で日本より 1/12以下に

なるのかとか、1/2 以下になるのかというのが、要するに１つ１つがわからない。消費者

として出てくる数字がわからない。これは説明はもう結構です。私の感想でございますの

で、そういうことで、とても改めて安心だとはいえないと思います。 

 それから、日本が査察に行くということ、プログラムはアメリカなりカナダが守るとい

うことなんですけれども、査察に行くのはきっと査察に行くといって行くと思いますし、

そのときにはやっぱりきちんとすると思いますし、遺伝子組換えと牛肉の大きさが違うと

いうふうにおっしゃいましたけれども、システムとして、要するにアメリカは 30 カ月齢



 32

以上しか危険部位は除去しないというシステムで、日本向けに印かなんかつけておいて、

これは 20 カ月齢以下でも危険部位を除去するという、そういうシステムが、アメリカと

いう国でちゃんとできるかどうかということに関しては、私は甚だ不安が残っているとい

うことで、お答えいただかなくて結構です。消費者の感想でございます。 

○中村 ありがとうございます。同じような疑問を持っておりますんで、また意見という

ことで申し上げます。 

大友さん、大川原さん、感想あるいは意見、あるいはご指摘の点はございますでしょう

か。 

○大川原 先ほども申しましたが、ＳＲＭの 99.44％のそれ以外という部分は、食品のリ

スクとしてはどうなんですかということが１つと、あとは 21カ月齢、23カ月齢というの

が日本で出ましたが、それが感染性があるかどうかという結論には至ってないみたいなの

で、それはどうなったのかということをお聞きしたいです。 

○中村 そうですね。ちょっと忘れました。じゃ、小野寺さん、お願いできますか。 

○小野寺 まず、21、23の話ですけれども、これに関しては今のところ日本ではまだ検査

継続中であるということで、なかなか感染性が出にくいらしいというところまでは話は聞

いております。 

ただ、これに関しては、非定型ＢＳＥということで、日本ではデータがありますけれど

も、むしろイタリアの方が日本よりも非定型が見つかったのが１年くらい早かったという

んで、過去３年間のデータがどうなっていたか、感染性があるかどうか、それは既にこと

しの２月にアメリカのユタ州にあるキーストンシンポジウムという国際シンポジウムで、

イタリアの研究者が話しております。それに関しては、病原体はとれなかったという話に

なっていますけれども、それはイタリアの話であって、じゃそれはどう考えるかというの

も議論としてありまして、その場合は一応非定型というのは定型とは違うんだと。したが

って、ＢＳＥでないとはいってない。ＢＳＥの中だけれども、病原体の株は違うというと

ころまではいえるのではないかというところまで来ているんですね。ですから、今継続的

に審議している最中で、最終的にはこういうのは日本だけで１つのルールを決めるんじゃ

なくて、ＯＩＥなり国際機関でそれなりの会議をもって決める話だろうと僕は思っていま

す。まだそこまでいっていないけれども、そのうちにそこまでいくだろうという段階です

ね。 

○中村 今、大川原さんのご質問の中では、日本で 23 カ月齢の牛のＢＳＥが見つかった
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という、それについては小野寺さん、何か。 

○小野寺 ですから、一応日本は日本の意見がある。一応継続中であると。イタリアはイ

タリアで、病原体があったとしても、あれは別な病原体だろうということで、そういう意

見がある。ですから、それに関して、最近、非定型というのは結構ふえていまして、この

前のドイツの学会でも、ドイツでも４頭見つかったとか、あとフランスでは十何頭あると

か。全世界でいわゆる非定型といわれるのは恐らく 20 頭を超えていると思うんですね。

発生する国も数カ国にまたがるということで、いろいろ大きな問題になっていますが、こ

れはいずれ集まりがあって、それなりの必要なレポートを出すことになるだろうというこ

とですけれども、まだちょっと今すぐというわけにいかないということです。しかも、日

本だけで決めるわけにもいかぬということです。 

○中村 そうですね。重ねてお伺いしまして、どうも失礼いたしました。 

○小野寺 もう１つは、0.56％のリスクという話ですね。これに関しては、あくまでも予

測値というか、推定値なもので、ＢＳＥが 10000ＩＤ50あるということになると、そのう

ちの 99.4％がこういう臓器にある。じゃ、あとの残っている 0.56％はどこにいくのかとい

う話になりますけれども、これは今後の研究次第であると。 

 これはＥＵ委員会が 1999年の 12月に出した意見をそのまま引用しているわけですが、

今後の研究次第であるというのは、ここで何をいいたいかというと、結局、特定危険部位

を全部外しても、リスクはゼロにはならない。したがって、これを根拠に、もし脳か何か

でＢＳＥ病原体が検出されれば、そういうことに関するものは、牛のこのほかの臓器の場

所も安全とはみなさないということに今のところはなっているわけですね。これが例えば

ほかの薬物とか、そういうもののリスクとどう違うんだという話は、こっちも専門外で何

ともいえないところですけれども、この根拠というのは、あくまでも推定値であるという

ことです。ですから、ＢＳＥ陽性のものに関しては、幾ら肉が特定危険部位から外れるか

らといって、そいつを食用にしてはいかぬというのはＷＨＯもいっていることである、そ

ういうことです。 

○中村 大川原さん、大体おわかりいただけたかと思います。 

大友さん、何かご指摘ございますでしょうか。 

○大友 先週でしたか、新聞報道の中でも、米国産牛肉の解禁に当たってというようなア

ンケート調査の中で、７割の方が何らかの不安を感じている。４割の方が購買はしないと

いうような新聞でのアンケートの調査結果が出ておりました。それを払拭するためには何
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が一番かということで、アメリカの全頭検査が第一条件と、アンケートでも出ておりまし

た。 

そういった中で、委員会の中でも、先ほども申しましたが、アメリカ、北米でのサーベ

イランスの強化とか、輸出プログラムの遵守に関してなんですが、北米の方ではそれはや

りますよという条件をのんで、仮に輸入が解禁された場合、先ほど厚労省の方がいわれた

ように、農水の方もいっておりましたが、向こうに調査に行ってちょっと疑問というか、

日本の条件とは違うというようなことがあったときに、本当にアメリカに意見がいえるの

かなというのが、逆に私、厚労省の方の話を聞いてちょっと不安になったんですが、その

辺、本当にしっかりしてから解禁しないと、いざ、解禁してから、アメリカに本当に意見

がいえる日本なのかなという、逆に心配を持ちましたので、その辺、いかがなものなんで

しょうか。 

○中村 森田さんにその辺の決意といいますか、いただけますでしょうか。 

○森田 いうべきことはしっかりアメリカにいいたいと思っておりますので、私が何か不

安げに聞こえてしまったのかなと思いますけれども、いうべきことはしっかりいっていく

という気持ちは厚生労働省も農林水産省も変わらないということですね。 

○中村 国際間の交渉事にはやや弱腰が日本にはかいま見えるんですけれども、これだけ

は絶対譲ってもらっては困る点でございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。 

今のことにも関連するんですが、先ほど森田さんがおっしゃった、30カ月齢以下のもの

について、まだアメリカ政府から要請が来てないという趣旨のご発言がございました。フ

ロアの方から、おかしいじゃないかというようなことでも結構なんですが、ご質問という

かご指摘、あるいは疑問の点がございましたら、この際お伺いできればと思います。 

○カンノ 宮城の食の安全のモニターをやっているカンノと申します。 

お聞きしたいことは、資料１の中の 13ページの下から 14行目の辺ですね。アメリカの

会計検査院の報告として、ことしの 2005年２月 25日、「ＦＤＡの飼料規制は改善されて

いる。しかし、その実効性は限界が見えており、引き続き、米国内の牛をＢＳＥ蔓延リス

クにさらしている」ということが書いてありまして、次のページですね、14ページ真ん中

辺で、そうしますとアメリカではということで、農場で死亡する牛やと畜場で食用に回ら

ない牛はえさとして利用されているということで、アメリカの食品医薬品局では、ことし

の 10月ですね、2005年 10月４日に飼料規制の改正案を公表したということで、まだこ

れは改正案が実行されているんじゃなくて、案を公表されただけで、この規制によって初
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めて日本の輸入の前提条件が動き出すのかなと思うんですけれども、まだ改正案の状態で、

ゴーサインということで見ていくんでしょうか。この案がどのようになっているのかです

ね、その辺のところもお伺いしたいと思います。 

それで、こういったリスクは感じる人と感じない人といますので、できれば肉を買うと

きの目安となる食品表示に、アメリカ産牛を使っている、使ってないということをはっき

りと明示してほしいと思います。業務用食品についても、肉の原産地表示を今回あわせて

表示してほしいと思います。 

以上です。 

○中村 ありがとうございます。資料１というのは、食品安全委員会のプリオン専門調査

会が出した 11月の資料ですね。この 13ページと 14ページのこと。これはどなたにお答

えいただけばよろしいんでしょうか。これは小野寺先生ですかね。 

○高橋 表示の方は後ほど。これは食品安全委員会のお話だと思いますけれども、14ペー

ジの真ん中よりちょっと下ですね、「特定危険部位の利用（レンダリング）」のところの２

つ目の段落で、「ＦＤＡは、前述のとおり、2005 年 10 月４日……飼料規制の改正案を公

表した」、これは私どもの理解では、こういうことはあったけれども、食品安全委員会の今

回の評価の中ではこれは入っていないというふうに理解しています。 

○中村 入っていないという理解ですね。 

○小野寺 そうです。入っていない。したがって、そうなると数倍汚染リスクが高いとい

う結論になっているわけですね。 

○高橋 ですから、入っていないんで、これは結論には影響ないと。ですから、今回のリ

スク評価には入っていませんけれども、こういうことが実際に実行に移れば、これは近々

だと聞いていますが、今回の評価よりはもう少しリスクについてはより低い方向にいくよ

うな話になるんだろうと見ています。 

 それから、表示の方の話ですが、食品の原料の原産地というのは、牛肉に関していえば、

生鮮食品の場合ですと原産地の表示は当然今されています。昨年の秋に強化をしまして、

加工度の低いものについては、これも原料原産地の表示の対象としました。ただ、かなり

加工度の高いもの、牛肉関係でいいますとハンバーグとかメンチとかそういったものです

と、表示は強制措置になりますので、そこまではまだちょっとなかなか難しいということ。 

実はこういった食品の表示の関係の会議、消費者の方、生産者の方が入った会議があり

ますが、そこで検討には着手していますが、特に原産地が変わるものに罰則つきの強制措
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置というとなかなかきついんですけれども。 

ただ、今回の場合、アメリカ産のものは日本よりずっと危険だといわれるわけでもなん

でもないですから、とりたててそういうものに何か違いがないのに、アメリカ産かアメリ

カ産でないかを表示するのは、逆にいいますと、国際貿易のルールからいって非常に問題

が起きやすいんだろうと私は見ています。 

ただ、やはりそこは、私ども、生産サイドの方々に申し上げたいのは、これは農家とい

うことじゃなくて加工業者の方ですけれども、申し上げたいのは、できるだけ消費者の要

望に沿う形、どこが原産地かというのは納入した業者は知っているはずですから、そこは

消費者の要望を聞いて、できるだけそういう形でやってほしいということはいっておりま

す。ただ、それを罰則つきでやるということになると、かなりハードルが高い問題がある

というのはひとつご理解いただきたいと思います。 

○男性Ａ 私、仙台市薬剤師会の役員をしておりますけれども、きょうはそれとは全く無

関係に出席させていただいています。 

先ほど、遺伝子組換え飼料の話が出ておりましたけれども、イギリスのＢＢＣの放送局

のキャスターの方が書かれた『飽食の時代』という本の中に書かれていることですけれど

も、アメリカの牛は生まれて間もなく遺伝子組換えでつくった成長ホルモンが使われてい

る。それは錠剤の形で、生まれて間もなく体の中に組み込まれるということ。その後、私

は図書館で２～３調べたんですけれども、たまたま２冊あって、２冊ともそういうような

ことが書かれていました。 

それのことに関して、成長ホルモンというのは人体にも使われておりまして、使われる

量はキログラム当たり 0.1ミリを１週間に１回投与するということでありますし、年齢制

限がありまして、女性は 15歳以下、男性は 17歳以下ということで、しかも非常に細かい

データを出して、成長科学協会というところへそのデータを送って、使っていいものかど

うかという許可を得て初めて使う。しかも中間的な報告をどんどんして、それで継続して

いいのかどうか。恐らく薬の中でこんなに厳格に使われているもの、成長ホルモンはない

のではないかと思うんです。 

そういうものが使われているということは、たまたま県民大学講座があって、大学教授

の牛肉関係の専門家に聞いたんですけれども、日本では成長ホルモンは使われているのか

と、それは認められていないと。しかし、アメリカの牛肉はどうかということになったら、

日本へ来るのには、成長ホルモンを使ってない牛肉が入ってくることになっている。そん
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なことができますかねと笑っておられましたけれども、そういう状況から考えて、それじ

ゃそういうことが何に影響してくるのかというと、結局女性の場合は乳がん、男性の場合

は前立腺がんが増大するというデータがきちっと出ているんだということがその本には書

かれておりました。 

日本でも同じように、アメリカの後追いのように、最もふえているのはこの２つのがん

でございますけれども、そういうことに関してどの程度、実際入ってないはずだというの

を検証されているのかどうか。私もそんなに詳しいわけではありませんで、現状をご説明

いただければと思うんです。 

○中村 検証といいますと、省庁の方に伺った方がよろしいですね、農水省か厚労省の方。

もしご存じだったら、森田さんか高橋さん、お願いできますでしょうか。 

○森田 成長ホルモンというお話なんですけれども、恐らく肥育ホルモンとして、性ホル

モンの一種を牛に与えて、それによって飼養効率がよくなって、成長が早くなるというこ

とだと思っております。 

そういった肥育のために用いるホルモンの関係なんですけれども、これについては厚生

労働省に検疫所というところがございまして、そこでそういったホルモンのモニタリング

検査をやっております。そういったホルモンの基準を定めているんですけれども、その基

準を超えて検出されたものは今のところございませんという状況です。 

○男性Ａ ＥＵはそれを理由にして、アメリカの牛肉の輸入をいまだにストップしている

と。もしそういうことが判別できるんであれば、ＥＵはそういうのが入ったものでないも

のを持ってこいということで、なぜＥＵはいまだにそういうのをとめているのか。アメリ

カは、この間の新聞によりますと、ＷＴＯにそれを非関税障壁であるということで提訴す

るというようなことが地元新聞に小さく出ておりましたけど。 

○中村 今ご質問あったような、そういう事実はあるんでしょうか。 

○森田 ＥＵと米国における肥育ホルモンに関する争議というものは相当昔からありまし

て、ＷＴＯのパネルも設置されて、ＥＵは負けて、それで関税を払って禁止をするとか、

そういった話は存じております。 

○中村 ＢＳＥとは少し離れています。関連はありますけども。 

○森田 科学的な話で単純にだめだといっている、そういう水準のものとはちょっと違う

というふうに理解しております。 

○中村 そうですね。そのように私も理解しております。 
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○須藤 青森県農民運動連合会の須藤と申しますけれども、この答申案を素人ながら、か

なり難しくて、読んだんですが、幾つか疑問があります。 

１つは、答申案の９ページから 10 ページにかけて、生体牛の輸入リスクの件ですが、

この中にカナダからの輸入量が相当あるんですけれども、それは考慮してないわけですね。

それで、そのリスクは日本の 1/12とか 1/47というふうに評価しています。ところが、ア

メリカで見つかった 2003年 12月の第１例目は、カナダの牛だと。ということは、カナダ

の牛も汚染されています。それがなぜ侵入リスクの中でカナダから年間 100万頭輸入して

いるのに、リスク評価に入れられてないのか。同じように、肉骨粉の輸入のリスク評価も、

カナダから多くて 40 万トンほど輸入があります。だけれども、これもリスク評価の中に

は入っていません。同じように動物性油脂のリスク評価も入っていません。これも結局、

カナダ産のものは評価に影響がないという一言でもって入ってないのですけれども、これ

を入れたら、評価は相当変わってくるんじゃないかと思います。 

もう１つは、日本のサーベイランスのデータを外挿した結果と結局差がないと出ますけ

れども、これも健康牛と、死亡牛とかいわゆる高リスク牛の汚染割合が、健康牛１に対し

て高リスク牛 12.3倍だという日本のデータを外挿しているんですが、カナダ産の侵入リス

クを考えれば、同じ比率で外挿できないんじゃないかと思います。しかも、肉骨粉につい

ては、当然日本は輸入が多いですよね。アメリカは、国内で肉骨粉を使っていますから、

その評価による、量による汚染というか、ここが無視されているのはおかしいんではない

かと思います。 

○中村 これは小野寺さんにお話を伺った方がいいですか。カナダの数値をどう評価する

かということも含めてお願いできますでしょうか。 

○小野寺 これに関しては、結局アメリカとカナダの間にボーダーコントロールと我々は

いっていますが、国境対策が何もないというか、ですからアメリカもカナダも同じ国であ

る、少なくともＢＳＥの汚染ということに関してはですね。そういうことを考えています

から、今回、アメリカもカナダも、少なくともそういう伝染病というんですか、ＢＳＥで

すね、ＢＳＥに関しては、一種の感染症に関しては同じ国であると考えているものですか

ら、アメリカもカナダも、両方のことは一応数値に入れなかった。それはカナダも危ない、

アメリカも危ないということで、例えていえば、日本でいえば、東京都と神奈川県と同じ

ような格好で、何もそこで物が動いたからといって、リスクのファクターに入れないとい

うことです。 
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これは別にボーダーコントロールがないということで、それを一群にするということは、

我々、普通リスク評価でやっていることですから、それに関してはカナダもアメリカも同

じように現在禁止しているし、解除するときも、もし解除するということになれば、同じ

ように解除しなければならないという話になるわけです。 

でも、国のリスクということをどう考えるかというのは、日本もありますけれども、も

う１つ、ＥＵ委員会、欧州連合の国がありますけれども、そこに欧州の食品安全局という

のがありまして、各国のリスク評価ってありますから、そこも一応参考にしながら我々は

考えているということで、こういうことになっているわけです。 

もう１つは、数値の外挿が果たしてどうかということですけれども、これも昔というか、

ついこの前までは、健康牛がもし１だったら、それよりも、例えば死亡牛ですか、いわゆ

るリスク牛というのは、イギリスのデータを考えれば 20 倍か何十倍かある。フランスの

データでも、恐らく 10 倍くらいかということになっていますけれども、日本の場合はそ

れよりももっと汚染度が低いものですから、去年１年のデータでも、たしかと畜場で見つ

かったのが３頭で、あと農水省関係とか死亡牛で見つかったのが３頭出た。１対１ですね。

そういうぐあいに考えています。 

したがって、アメリカ・カナダの場合も、これで見ると、日本と同等か、日本よりは少

ないということで、もし死亡牛関係で例えば３頭くらい見つかるんだったら、健康牛でも

多分３頭くらいじゃないか。しかしながら、ＢＳＥが見つかったとしても、それに関して

はある程度特定危険部位を外すということで健康を担保しようと我々は考えているわけで

す。 

○中村 今のお答えで納得がいかれましたでしょうか。なかなかすぐには頭に入らないと

思うんですけれども、メモをとっていただいて少しお考えいただければと思います。さら

にご疑問がありましたら、後ほどまたいただければと思います。 

○ミツヤマ 本日はありがとうございました。私、フリーライターをしておりますミツヤ

マと申しますが、最近食品に関して大変関心がありまして、きょう、取材という形でお邪

魔させていただきました。 

それで、手短に申し上げますが、きょうのお話をお伺いして、私も入間田様がおっしゃ

ったことと本当に同じ感想を一般消費者の立場としても持ちました。 

一番疑問として残っているのが、こちらにもありますが、５倍から６倍とか、資料の 13

ページの日本より数倍（1.5倍）という数値なんですが、新聞の報道なんかによりますと、
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12月から再開の見込みという記事には必ず、日本とリスクが同等であるという、そういう

文章しか見てないわけですから、大変失礼ながら、私もここまで根拠がないのにこういう

数字を挙げていらっしゃるとは思わなくてびっくりしたんですけれども。 

１つだけ確認させていただきたいのは、こういう数字を出す場合には科学的な計算方式

だったり、指標があって導き出されるものだと私は思っているんですが、この数字に関し

ては科学的な根拠がおありになるかどうか、それだけ伺いたいと思いました。よろしくお

願いいたします。 

○中村 そうですね。このスライドでよろしいですね。 

○ミツヤマ リスク評価全部について、計算式なり指標なり、私たちがああ、そうかと納

得できるほどの、例えば株価指標なり計算方式だったり、そういったものがあるのかどう

か。それがあるかどうかでいいので、お答えしていただきたいと思います。 

○中村 では、小野寺さん、お願いできますか。 

○小野寺 これは結論のところで、科学的同等性を厳密に評価するのは困難であるという

ことがあった。これに関しては、我々もかなり悩ましいところがあって、結局データの質・

量とも不明点が多いということで、だけれども、いろんな前提のもとに評価しなければな

らなかったということがあるんで、我々が得られる数値の間では科学的にできた。 

しかしながら、科学というのも、要するに検査をしてくれなきゃ数値も出てこないとい

うところがありますから、得られないところを超えた数値に関してはちょっと難しいとい

うことになります。でも、得られた数値の間では、これはリスクが同等とはいってなくて、

リスクの差は非常に小さいといって、要するに差はゼロではない、差はやっぱりあるんだ

ということをいっているんですけれども、これに関して非常に小さいということで、一応

話をとめているわけです。 

○中村 意地悪くいいますと、厳密に評価するのが困難であれば、結論を出さない方がい

いという指摘もあると思うんですが、これについてはどうなんでしょうかね。我々はそう

思ってしまうところがあるんですよね。科学的同等性を厳密に評価するのは困難であるな

らば、下の２つは結論を出さない方がいいんじゃないのか、何でこんな早く出すのかなと

いう疑問がないわけではないんですが、これに対する答えは、小野寺さん、ございますで

しょうか。 

○小野寺 これは差がゼロではないということでいって、あとはもう、アメリカでもこの

ままの条件で牛肉を生産するというのを、我々としてもなかなか納得しがたいところもあ
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るものですから、ですからそれでむしろもっと改善せいと向こうの方にいってもらった方

がいいのかなと思ったんですね。 

○中村 といいますと、農水省、厚労省の責任はかなり大きいということになりますね。

ボールを投げられたというわけですね。先ほどおっしゃったように、不退転の決意で、査

察も含めてやられるということですよね。それは期待しなければ……。 

○高橋 もちろんそうです。 

もう１つ、私どもがいうあれじゃないんですが、今ミツヤマさんからお話がございまし

たが、先ほどのページでも、これ、私も食安委のプリオン調査会の答申案を見ていて、ち

ょっとどうしてかなと思う部分があるのは、さっきから数倍とか出てますね。あれは牛の

頭数なんですね。頭数で見て、もしかするとＢＳＥかもしれないよという牛が何頭いるか、

そうすると日本の何倍という数字が出されている。 

ところが、例えば資料１は答申案そのものですけれども、30ページに総括表が出ていま

すが、頭数レベルで見て何倍といっても、30ページの上の方の表ですけれども、縦の欄を

ごらんいただくと、「対象と畜頭数」って出ています。アメリカは年間 2500万頭です。カ

ナダは 360万頭、日本は 130万頭、アメリカは大体日本の二十何倍ですから、絶対数でい

う数倍というのは、ただ、いる頭数が日本の二十何倍ですから、そこを……。 

○中村 これはご質問が違いますよね。 

○高橋 100万頭当たりの数字が、要するに生体牛のリスクだというふうに我々は見てい

るんですけれども。 

○中村 それはそれで、ご指摘はあると思うんですが、今のご質問はちょっと違うことで

すよね、と私は理解したんですけど。 

○ミツヤマ そうです。中村様が引き続き質問され、結論を出すべきではないというとこ

ろまでの、私が受けた印象からは、私の質問の趣旨は伝わっていると思います。 

○中村 ですから、小野寺さんもなかなかいいにくい。数倍というのは２倍から９倍まで

ありますよね。なぜ 1.5倍なのかというのは、先ほどミツヤマさんのご疑問もありました

けれども、非常に根拠が薄弱なのに、こう数字が出ているし、メディア等々も、12月に輸

入が解禁されるんじゃないか。ほぼ同等であるというような表現を私も読んだことがある

んですが、メディアにいる人間がいうのもおかしいんですけど。なぜ数倍という表現が括

弧して 1.5になるのかということを、もうちょっとクリアにおっしゃっていただくといい

のかなと。 
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○ミツヤマ 1.5 が楽観的な数字というのは、説明を伺ってわかったんですが、国民に伝

わるときには、最後の同等というか、非常に小さいというところしか伝わらないので、こ

ういった会のときにはせめて科学的な根拠を示していただければ、私たちも納得できるし、

報道についても、消費者としてはやはり楽観的に考えてしまうような結果になるので、科

学的な根拠を示していただくことは重要なことだと思ったので、このような質問をさせて

いただきました。 

○小野寺 数倍というのは、ＢＳＥが出る比率の問題で、これが数倍だということをいっ

たわけですね。差が小さいというのは、肉の安全性ということで、これに書いてあるとお

り、米国・カナダ産牛肉と国内産牛肉のリスクの差、牛肉の問題ですから。ＢＳＥが出る

というのは、ＢＳＥかどうかというのは結局脳の方で検査するわけですね。肉の方はどう

のこうのとありますが、結局ＢＳＥが出ても、それに関して、特定危険部位を外してしま

う。ですから、ＢＳＥの診断をした脳を食べているわけじゃないから。肉の方では特定危

険部位を外しているから、もし 1.5倍あれがあったとしても、100万頭当たりＢＳＥの数

が多かったとしても、肉の方までいってしまうと、危険度の差は非常に小さいという言い

方になると思うんです。 

○中村 これはすぐにはなかなか理解できない。先ほどの方と一緒にメモをとってお考え

いただいて、ご疑問があったら後ほど。 

では、新しい方に。 

○坂上 東京から参りましたタスケの坂上と申します。 

この会議というんですか、食の安全ということから見ますと、アメリカで何名くらいの

変異型ヤコブ病がいらっしゃるんですかね。問題は、我々は学問をどうのこうのじゃなく

て、安全か安全じゃないかと。それは 20カ月齢ですよね。30カ月齢は向こうからいって

こないから、まだやってないと。厚生省の方には、「先んずれば人を制す」で、こういう状

態のときは 30 カ月齢も考えてやらないと、昔の三矢作戦で幕僚の首が吹っ飛んだという

ような時代じゃありませんから、よく考えて早目にやっておけば、要するにみんなわかり

やすい結論が出るわけですよね。 

それともう１つは、食品の表示で農水の方がハードルが高いと。だけど、ハードルが高

い、貿易に対しての、ＷＴＯかなんか知りませんけれども、それでもってハードルが高い

のに、一発で 24日、牛肉の輸入を差しとめたということはどういうことなんだろうか。 

それと、今彼女がいろいろ質問していましたけれども、プリオンの研究というのは日本
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ではどういうふうに進んでいるのかなと思って、それだけをお聞きしたいと思いまして質

問させてもらったんですけどね。 

○中村 小野寺さんへの質問になりますか。 

○坂上 １つは厚生省の方に、アメリカで牛を食べて何人の狂牛病患者がいらっしゃるの

かということをまず聞きたいんですよね。 

もう１つは、プリオンが２年かかってもまだ資料が少ない、研究しなくちゃいけないと。

なんかタリバンの神学論を聞いているみたいで、さっぱりわからないんですよ。去年も私、

出たときに、あのときはみんなワアワアいって、何もわからなかったんですけれども、今

回はもう少しまともなあれがあるんじゃなかろうかと思って東京から出てきたんです。な

んか学問的になっちゃって、学問は必要なんでしょうけれども、何のためのディスカッシ

ョンをしているのかと思ったら、一体これ、我々がプリオンという学問を一生懸命勉強し

なくちゃいけないのか、その辺のところをちょっと教えていただきたい。単純にはＢＳＥ

の患者がアメリカに何名いるのかということをまずお聞きしたいということです。 

○中村 じゃ、おわかりになられる範囲で、森田さん、お答えいただけますか。 

○森田 私が得ている情報は、比較的最近のデータですけれども、アメリカでｖＣＪＤ、

変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病の患者で挙げられているのはお１人。これは英国の

滞在経験のある方ということでお１人です。 

○坂上 イギリスにいらっしゃった方ですか。 

○森田 要するに英国の滞在経験のある方がお１人、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ

病だということです。 

○坂上 滞在というと、何年くらいいらっしゃったんですか。 

○森田 そこまでちょっとあれですけれども。 

○坂上 それが一番大事なことじゃないでしょうか。 

○森田 我が国でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に感染した方がお１人いらっしゃ

いました。その方も英国の滞在経験とフランスに行った経験がありますけれども、それも

１カ月程度、英国の滞在経験があるというような方でございます。 

 ただ、過去に何が原因で変異型になったのかということを、食生活とかを比べて調べた

ところ、これがこうだと断定できるような、かなり過去の話ですので、原因は断定できま

せんけれども、これまでの知見とか海外でのＢＳＥの発生状況を考えて、海外への、過去

に行った英国への渡航歴が可能性として最も疑われるというような結論になったというこ
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とです。 

○坂上 渡航歴が疑える。そこの食生活が疑えるんですかね。例えばエスティメートに、

何を食べたからそういうふうになったとかいうようなあれは、まだそういう情報は入って

ないんですか。 

○森田 感染因子を食べて、それから発症するまでにかなり時間がかかります。その後に、

何を食べるかというのは、８年間とか10年間も覚えている人なんて、いるわけではないで

す。ですので、どういう形の食生活をされる方であったかということは聞き取りはできま

すけれども、じゃ何を食べたからこうだというのは、これはもう実質的には断定すること

はできません。海外での渡航歴での経験によって、そのときにお肉も食べていらっしゃっ

たということですので、そうしたことが疑われるということです。 

○坂上 要するにこれはといったようなやつはないんですか。例えばイギリスでは――イ

ギリスだけなんですよね。アメリカに１人、ＢＳＥの患者がいらっしゃる。これは英国に

渡航歴があると。日本の方もお１人いらっしゃると。その人も英国にいらっしゃった。そ

うすると、厚生省さんでは、何を食べたんだろうということをトレースすることも１つの

義務じゃないでしょうか。どうなんでしょうかね。それは余り関係ないですか。 

○森田 （日本の事例については、）原因として調べたんですけれども、何せ古い話ですし、

患者さんはもう、患者さんになったときにはそういう状況ではありませんし、それはもう

できる範囲での調査をしてそうだった。 

○坂上 例えばイギリスあたりのポピュラリティーがある料理といったら、脳とかそうい

う問題もあるわけでしょう。それは危険部位に入るわけなんですよね。だから、何がなん

だか、これ、何回やっても、そんなことになるんだから、それだったらそういうことじゃ

なくて、何を食べたらだめですよというところから出発しないと、もう……。 

○中村 それは今後の努力にかかっていると思います。１例目、これ以上出ない方がはる

かにいいんですけれども、もし不幸にしてお２人目が出た場合には、今ご質問されたよう

に、何を食べたか、過去にさかのぼってトレースすることは非常に重要なことですので、

これは最大限の努力を払ってやっていただければと私も思います。そうでないと、おっし

ゃるように、どうしても神学論争になってしまいますので、もっと実利に近づけた方が確

かにいいですよね。 

 それから、小野寺さんにお伺いしますけれども、プリオン研究というのは、去年に比べ

て長足の進歩はしているんでしょうか。その辺を簡単にお話しいただけますか。 



 45

○小野寺 これは長足の進歩といえるかどうか、ひとつ牛に感染しても、結果が出るのは

５年くらいかかる。最低ですね。ということがあって、プリオン研究というのは待つのが

研究だというぐらいで、待つ仕事だということで、去年よりことしの方が多少は新しいこ

とが見つかるのもありますけれども、そんなに目が覚めるように新しいものはなかなか見

つかってないんですね、残念ながら。それでも、これは一応５年サイクルくらいでやって

いる仕事ですから、５年たてば、今よりもっと感度のいい検査法も見つかるかもしらぬと

か、今まで牛だけにしか感染モデルができなかったんだけど、もっと感受性のいい猿とか、

そういうのが見つかるかも知らぬとか、そういうところまでいくんですけど。 

○中村 済みません、いろんな方のご意見を伺いたいものですから、打ち切らせてくださ

い。 

○坂上 どうもありがとうございました。 

○中村 一番後ろの方、お願いできますか。 

○梅沢 岩手生協の組合員の梅沢といいます。消費者の立場で発言させていただきます。 

 岩手生協では、この間、３回ほど岩手県に対して、ＢＳＥの要請行動を行ってまいりま

して、岩手県からはＢＳＥの全頭検査継続について、国からの検査への補助は３年という

期限つきでしたけれども、消費者の安全感が得られるまでは現在の検査体制を継続すると

いう回答をいただいております。 

 先日も 11 月１日に岩手県消費者大会というのを行いまして、そのときに分科会でＢＳ

Ｅの問題を取り上げました。そこで、参加者の方たちに国と県への要請行動に向けてぜひ

意見を寄せてほしいということで、一言カードを配布しましたところ、65人の方に書いて

いただきまして、そのほとんどの方が、今回のＢＳＥの問題では全頭検査なしに輸入再開

は絶対してほしくないという意見が大半でした。 

１つ、２つ、読ませていただきますけれども、 

 ３人の子育て中です。どんどん食べる量がふえてきて、食費もかさみます。安い牛肉は

とてもうれしいですが、アメリカ産は正直怖いです。購入はしなくても、外食、調味料、

加工品など、気がつかないうちに体に入る可能性が皆無とはいえません。ＢＳＥ全頭検査

なしで輸入再開は絶対反対です。子供たちを守ってください。 

というような意見がかなりたくさん寄せられました。 

それから、岩手県は生産地でもありますし、和牛の生産をしている方も、このまま安易

に輸入再開をすると、これ以上生産を続けられないという悲痛な声が寄せられています。 
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以上です。 

○中村 そのいろんなご意見は、どこかに提出されたんでしたっけ。 

○梅沢 県の方にも提出しましたし、国の方にパブリックコメントとして提出する予定に

なっています。 

○中村 ぜひお願いします。 

○ミズマ 元東北大学に勤めておりましたミズマと申します。 

いうまでもございませんけど、ＢＳＥが人に感染すると大変なことになる。輸血の問題

その他もございますから、絶対ＢＳＥを人に感染させたくないということでございますよ

ね。ということですけど、日本はアメリカ・カナダから、牛肉の消費量の 1/3を輸入して

いる国であった。それだけに、北米大陸のＢＳＥ管理対策というものがどういう状況にな

っているかというのが重大な関心があるということだと思いますね。 

ところが、例えば先ほど小野寺さんもおっしゃいましたけれども、国際的なオファーな

んかでも、こういうことをしなさい――さっき小野寺さんは、12カ月齢以上のものはちゃ

んと検査すべきだと、ＳＲＭですね、そういうこともいったけど、今のところは 30 カ月

齢でも妥協するとか、いろいろありますよ。それとか、飼料の規制であるとか、検査の方

法をもっときちっとやれと。検査の方法については、先ほどの例がありましたけど、５月

から改正になったんですけれども、必ずしもそれを守るということ、これは農務長官が命

じてやったことですけれども、それを守っていないんではないか。ということも情報とし

て聞いているという中で、きょうのお話等を聞きますと、なかなかそういうところまでは

いっていないんだと。しかも、トレーサビリティ制度もないというようなことだから、日

本と同等の安全ということはまず考えられないことであるというのが一般的な考えだと思

うんですよ。 

と同時に、加えてですけれども、平成 14年のアメリカからの牛肉輸入を禁止して以来、

日米間のそういう交渉というのは、まさに貿易戦争みたいな状況で、日本は全頭検査が科

学的だという非常にあやふやな議論を振り回して、安全なアメリカの牛肉の輸入を禁止し

ているというようなこと等々があって、日本は、そうじゃないんだ、食品の安全だ、科学

的なんだというところでやってきたんだけれども、結局押し切られたんじゃないかという

感覚を持っている人が多いと思うんです。 

そこで私は、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、ほかの方もおっしゃったんです

けれども、リスク評価機関としての安全委員会が管理機関に対して、説明責任をちゃんと
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果たせということを付帯条件の中に書いているけれども、そうではなくて、リスク評価機

関としてわかりやすくいっていただきたい。先ほどのお話もございましたけれども、例え

ばいろいろなところで、ＩＤ、汚染している牛は 8000 であるとか、何分の１になるとか

というようなこと、少なくともそういうことはもう少しわかりやすく国民に対して説明し

ていただく説明責任というのがあるんではないか。リスク分析であっても、そういうこと

をなさらないと、先ほど申したような状況から、皆さんが納得しないんではないだろうか

ということで、説明責任をぜひよく果たしていただくことが大事ではないかということを

申し上げたいと思います。 

○中村 そうですね。これは小野寺さんよりも、むしろどうなんですかね、リスクコミュ

ニケーションの方で西郷さんの方がいいのかな。 

○西郷 資料がわかりにくいとかいうことがあれば、一々私どもの至らないところでござ

いますので、いろいろご指摘いただきまして、改善してまいりたいと思います。いろいろ

ご指摘いただければと思います。ありがとうございました。 

○中村 おっしゃるとおり、リスク管理の面から、きちんとリスク管理をやる委員会なん

だということを明確にわかりやすく、何らかの形でアピールする必要はありますね、確か

に。ですから、その辺は寺田委員長がまたご意見があると思いますので、どうぞおっしゃ

ってください。 

○寺田 私どもはリスク管理の委員会じゃなくて、リスク評価の委員会なんです。そこは

やっぱり、きちっとご理解していただきたいと思います。 

 それからもう１つ、大変わかりにくいのはそのとおりだと思います。それは２階建てで

やっているんですね。２階建てがここにちゃんと出ていない。私も非常に反省しているん

ですけれども。アメリカ全体の状態と日本全体の状態を比較する、それは厳密にいうとデ

ータが不足してできない。それが科学的な同等性。 

それからもう１つは、いろんな方がいっているように、アメリカ全体では難しい。だか

ら、２階建てにして、日本に来るこの部分がどうですかと諮問している。そのプログラム

は、コンプライアンスはちゃんとアメリカが守ってくれたら大丈夫ですよというのが評価

なんですよ。そこの区別がぐちゃぐちゃになっています。だから、30カ月齢以上しかＳＲ

Ｍは取ってないとか。本当をいいますと、そこの部分がはっきりしない。米国全体のこと

をやったのは、どれほど汚いあるいはきれいな牛の状態かということをまずやって、それ

がそんな大したことはないということです――これは私のあれですよ。会議をずっと聞い
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ておりまして。その中で、プログラムでここだけを取り出して、ＳＲＭ除去、20カ月齢以

下という規制をきちっとやったら大丈夫だろうというのが委員会の結論なんですね。そこ

が一緒になってしまうと、アメリカ全体がＢＳＥについて汚いじゃないか、わからないじ

ゃないかということになります。そうなると間違った感じで終わりになっちゃいますよ。

それが１つ。 

もう１つは、先ほどいい質問がありまして、フリーライターの方が、ほとんど定性的評

価で、定量的な数式がないじゃないかと。おっしゃるとおりで、これは世界じゅうどこも

ないんです、プリオンに関して。とにかくプリオンは本当のことをいってわからないとこ

ろが山ほどありますから。だから、学問的なこういう数式というのは、私ども３つか４つ

くらいペーパーを見ていますけれども、きちっとした国の政策を決定するような信頼でき

る評価方法の式はありません。化学物質に関して、例えばダイオキシンとか、そういうこ

とに関してはありますけれども、こういうものに関してはありません。 

まず、私が立ち上がったのは、管理機関と評価機関を分けるということが混同されてい

ると思ったのが第一です。 

○中村 確かにごっちゃになっているところがありますので、ごっちゃになった議論、評

価機関と管理機関、今委員長がおっしゃったように、食品安全委員会はあくまで評価機関

であるということで、結論も、科学的な評価ということで出された。マネジメント、管理

をやるのはまた別の組織がやられるということで、これはむしろ我々ももう少し認識を新

たにしなきゃならないし、きちんと区別しなきゃならないし、それからできれば寺田委員

長も、もう少しわかりやすく、食品安全委員会の機能というのは何度も何度も訴えていか

れて、だからこういう結論の案になりましたということを訴えていかれる方がいいのかな

という気がします。混同している部分も確かにありますので、その辺は少し整理をして話

を続けなきゃならないと思います。ありがとうございました。 

では、もう時間がないんですが、手短にお願いできますか。 

○須藤 先ほどの小野寺先生の説明、私なりに理解して伺いたいんですが、アメリカとカ

ナダでは、汚染については同じ国だということで、カナダからの輸入はカウントしないと

おっしゃいました。そうしますと、諮問自体が、米国・カナダの輸出プログラムの評価で

すね。だったら、私の理解では、米国産だけのリスク評価だったら、カナダからの輸入も

カウントして、リスク評価が変わるんじゃないかと思うんです。いかがですか。 

○中村 どうですか。なかなか難しい。何かご意見、ございますか。 
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○小野寺 これ、実際は例えば日本と韓国とか、それだとしっかりと検疫をやっているか

らいいんだけども、アメリカ・カナダだと、検疫、どれだけやっているのかなと僕は思い

ます。その辺はかなり疑問ですね。牛が自由に行ったり来たりしているんだから。昔はカ

ナダだけＢＳＥが出て、アメリカが出なかったというときがありましたね。我々が最初に

諮問を受けたときも、アメリカは、あの牛はカナダ産の牛で、アメリカの牛じゃないから、

アメリカは要するに清浄国である、そういうふうなことをいっていたかに聞いていますけ

れども、でも実際問題として我々が過去１年間か２年間くらいやっている間に、本当にア

メリカの国内産で出てしまったということで、我々は、これはアメリカもカナダも同じ場

所だと思って見てます。ほかにちょっと、余りお互いに区別する方法がないんですよね。 

○中村 ありがとうございました。 

済みません、ちょっと時間が切迫したのですが、パネラー３人の方、入間田さん、大友

さん、大川原さん、感想を含めて、簡単で申しわけございませんけれども、一言ずつおっ

しゃっていただきましょうか。入間田さんからお願いできますか。 

○入間田 １つは、こうやってリスクコミュニケーションとかパブリックコメントを求め

たりしているので、そのことについて、きちんと今後反映させていただきたいということ

が１点。 

それから、どうしても私たちは、このような状況でももしも輸入が再開されたとしたら、

政治的な背景を感じざるを得ないというふうに思っております。 

以上です。 

○大友 肉骨粉がイギリスから来てるなんて、本当にＢＳＥがなかったらわからなかった

ことで、今、食のグローバル化、国際化、食に限らずいろんなものの原材料の国際化がス

ピード化されて、世界じゅうどこからでも入ってくるような日本であります。今後、ＢＳ

Ｅに限らず、いろんなリスクが発生すると思うんです。今回このような事後の対策も確か

に必要なんですが、今後ＢＳＥに限らず、いろんな疾病とか、人体に影響のあるリスクに

関して、予知とか予防措置を講ずることができるような日本であればなと思っております。 

○大川原 きょう、参加させていただきまして、いろいろリスクの面という部分で分けて

考えるということを今おっしゃっていただいて、我々もそういう部分では、今諮問されて

いる 20 カ月齢以下に関してのリスクという部分に関しては、今のお話を聞いて非常にわ

かりやすかったと思います。それを全部一緒くたにするということになると、何も食べら

れないという現実になるかと思いますので、リスク評価という部分に関しては、我々、や
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はり輸入ということに関しては、入れていただいて、あとはきちっと判断するのは、我々

の目で見て判断するというふうにしたいと思います。 

○中村 ありがとうございました。一部混同した部分もありますので、ぜひ評価する部分

と、実際に実行されるセクターの方、それぞれ頑張っていただければというのが、締めに

はならないんですけれども、私の最後の言葉といたします。 

 時間がぎりぎりまで迫ってまいりました。司会の不手際もありまして、皆さん、おっし

ゃり足りないことがあるかと思いますが、とりあえずきょうのリスクコミュニケーション、

意見交換会といったものはお開きにしたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○西郷 どうもありがとうございました。皆様、盛大な拍手をパネリストの方々、関係省

庁の方々にお願いいたします。（拍手）大変熱心なご議論ありがとうございました。 

 

（５）閉会 

○西郷 これでこの意見交換会は終わりということにいたしますけれども、先ほど申しま

したように、11 月 29 日までが意見・情報の募集期間でございますので、もしコメントが

あれば、送っていただければと存じます。またアンケートの方もひとつよろしくお願いい

たします。 

 きょうは大変どうもありがとうございました。 

午後５時 閉会 


